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第Ⅱ部 資料編 

 

参考１ 追跡アンケート調査結果 
１．１ アンケート調査の実施 

調査は、平成 25 年度に終了した研究開発課題（112 課題）に対して実施し、回答者の利便性

を考慮して、代表研究者に調査依頼状および調査票のファイルを電子メールの添付ファイルと

して送付し、回答も電子メールにより回収した。このうち、89課題について回答があり、回答

率は 79.5％であった。 

 

  ・調査票送付 平成 28 年 11 月 7 日 

  ・回答締切  平成 28 年 12 月 12 日（以降、1月 13 日まで回収を継続） 

 

表 12 調査票の回収状況 

 平成 25 年度終了 

課題数 回収数（回収率） 

環境研究総合

推進費 

委託費：戦略的研究開発、環境問題対応型研究等 54 37（68.5％） 

補助金：循環型社会形成推進研究 43 39（90.7％） 

地球温暖化対策技術開発・実証研究事業 15 13（86.7％） 

総計 112 89（79.5％） 

 

１．２ アンケート調査の対象制度の概要 

調査は、平成 25 年度終了課題である。対象課題の資金制度は、下記のとおりである。平成

25 年度終了課題の多くは、平成 23 年度に採択された課題である。環境研究総合推進費は、平

成 23年度より環境研究総合推進費と循環型社会形成推進科学研究費補助金を統合し、分野横断

的な研究開発を実施している。 

 

表 13 資金制度の概要 

制度名 制度概要 資金形態 

環境研究総合推進費 環境問題が人類の生存基盤に深刻かつ重大な影響を及ぼすこ

とを鑑み、様々な分野における研究者の総力を結集して学際

的、国際的な観点から総合的に調査研究及び技術開発を推進

し、もって持続可能な社会構築のための環境保全に資すること

を目的とした政策貢献型の競争的資金である。 

委託費 

補助金 
*循環型社会 

分野 

地球温暖化対策技術

開発・実証研究事業 
エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制技術の開発成果の社会

還元を加速しグリーンイノベーションを推進するため、技術開

発の成果を社会実装する実証研究、他の環境問題との間のトレ

ードオフを解消する技術開発、その他早期に実用化が必要かつ

可能なエネルギー起源二酸化炭素の排出抑制技術のうち現状

の取組が不足している技術の開発を通じて、地球温暖化対策を

推進することを目的とした競争的資金である。 

委託費 
補助金 
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１．３ アンケート調査結果 

 

  回答のあった 89 課題について、設問毎の回答状況は以下のとおりである。なお、各研究課題固有の

状況についての設問への回答は、省略している。各競争的資金制度については、制度の特徴別に以下

のように略記する。 

 

【本報告における競争的資金制度の略記】 

・環境研究総合推進費                                   →「1.委託費」 

・環境研究総合推進費（循環型社会形成推進研究）     →「2.補助金：循環」 

・地球温暖化対策技術開発・実証研究事業      →「3.温暖化対策技術」 

 

 

（１）課題研究について 

○課題研究の分野について（追跡アンケート：問 1） 

課題研究の分野は、製品開発・技術開発分野が約 30％、環境研究・調査分野が約 50％であり、

どちらにも当てはまるとした課題研究は 18％を占めた。 

資金制度別では、「1.委託費」では、「環境研究・調査分野」が多数を占め、「2.補助金：循環」

では「製品開発・技術開発分野」が 12 課題、「環境研究・調査分野」が 19 課題であった。「3．

温暖化」は、「どちらにも当てはまる」を含めすべて「製品開発・技術開発分野」であった。 

 

表 14 課題研究の分野属性（課題件数, n=89） 

  
環境研究総合推進費 温暖化対策 

技術 
総計 比率（%） 

委託費 補助金：循環 

製品開発・技術開発分野 4 12 9 25 28.1% 

環境研究・調査分野 
（社会科学分野を含む） 

29 19  48 53.9% 

どちらにも当てはまる 4 8 4 16 18.0% 

その他     0.0% 

未記入     0.0% 

総計 37 39 13 89 100.0% 

 

 

○課題研究の参画者数について（追跡アンケート：問 3） 

研究プロジェクトの最大メンバー数は、10人以下が最も多く全体の約 60％を占めた。ただし、

資金制度別に見ると、11人以上のプロジェクトが「1.委託費」と「3.温暖化対策技術」でそれ

ぞれ 50％程度となる。 

プロジェクト人数が 30名以上とする課題研究は 2件あった。 
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表 15 課題研究の参画者数（課題件数, n=89） 

  
環境研究総合推進費 温暖化対策 

技術 
総計 比率（%） 

委託費 補助金：循環 

1～10 名 16 35 4 55 61.8% 

11～20 名 15 2 3 20 22.5% 

21～30 名 3 0 3 6 6.7% 

30 名～ 1 0 1 2 2.2% 

未記入 2 2 2 6 6.7% 

総計 37 39 13 89 100.0% 

 

 

（２）課題研究の成果の活用状況について（追跡アンケート：問 4） 

【課題研究の分野が、製品開発・技術開発分野、どちらにも当てはまるとの回答者対象】 

 

○課題研究の成果の国内外での活用状況について 

成果の実用化については、全体的には「実用化されている」、「実用化される見込みである」

を合わせると 70％を占めた。一方で、「実用化の予定・見込みはない」とする回答が 15％を占

めた。 

 

表 16 課題研究の成果の国内外での実用化状況（課題件数,n=41） 

（課題研究分野が、製品開発・技術開発分野、どちらにも当てはまるものを対象とした質問） 

  
環境研究総合推進費 温暖化対策

技術 
総計 比率（%） 

委託費 補助金：循環 

活用（実用化）されている 
3 4 5 12 

 

29.3% 

 （37.5%） （20.0%） （38.5%） 

活用（実用化）される見込みである 
3 9 5 17 

 

41.5% 

 （37.5%） （45.0%） （38.5%） 

活用（実用化）の予定・見込みはない 
2 2 2 6 

 

14.6% 

 （25.0%） （10.0%） （15.4%） 

その他 
 5 1 6 

 

14.6% 

  （25.0%） （7.7%） 

総計 8 20 13 41 100.0% 

※資金制度別の％は、総回答数に占める割合。 

 

資金制度別にみると、「1.委託費」、「3.温暖化対策技術」の課題では、活用（実用化）されて

いるとする回答割合は比較的高い。 
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図 5 資金制度別の成果の国内外の実用化状況 

 

「その他」の具体的な回答については、以下のとおりである。 

 

■環境研究総合推進費（「2.補助金：循環」） 

 特許取得をしているので、今後活用を希望する企業へ提供できる 

 成果の一部は活用が期待でき、研究継続中である 

 アスベスト含有建材の目視判定法については、講習会等は継続しており関係者に実習を含めて

解説している。監視指導や投棄廃棄物の判定（アスベスト含有廃棄物のスクリーニング）への

活用が期待されるが、対象地域は限定的である。 

 避難所等における自立型浄化槽システムについては、実用化に向けた避難時の水・エネルギー

需給モデルの構築やモデル実証など、引き続き、必要な研究を進めるところである。浄化槽の

耐震施工方法については、まだ研究が必要であるが、浄化槽の耐震性評価については、研究成

果を踏まえ、2017 年度頃に任意の認証基準化がなされる見込みである。 

 研究課題は津波堆積物の利用を目的とし、本成果を用いれば，被災地・汚染土保管地域の両者

にとって Win-Win の結果になると考えられるが、現時点で処理すべき津波堆積物はほとんどな

い。一方、本研究で使用した処理方法は、対象を津波堆積物に限定したものではなく、一般の

未利用泥土でも同様な機能性を有する被覆土を作成することは可能である。本研究で使用した

処理方法は、地盤造成では既に活用されており、津波堆積物ではなく、一般の未利用泥土でも

可能であることを理解頂ければ、被覆土としての活用の可能性はある。 

 

■地球温暖化対策技術開発・実証研究事業（「3．温暖化対策技術」） 

 自社では実用の予定はないが、業界他社含めて成果の技術移転などで活用を図る事を考えてい

る。 

 

○課題研究の成果の「活用（実用化）の予定・見込みがない」理由（追跡アンケート：問 4-1） 

追跡アンケート・問 4で課題研究の成果について「活用（実用化）の予定･見込みがない」と

の回答者に対して、その理由を質問した（複数選択可）。 
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「活用（実用化）の予定・見込みがない」とする回答は 6 課題であり、すべての課題におい

て「競合技術の出現」、「コストが低くならなかった」と回答している。それ以外では、「研究開

発資金の継続が困難」とする回答が 17.4％であった。 

 

表 17 研究成果について「活用（実用化）の予定・見込みがない」理由（課題件数） 

  
環境研究総合推進費 温暖化対策 

技術 
総計 比率（%） 

委託費 補助金：循環 

活用（実用化）に障害があるが、
課題研究は推進中 

1 1 1 3 

 

13.0% 

 12.5% 14.3% 12.5% 

技術的問題が生じ、活用（実用
化）の予定・見込みがない 

0 1  1 

 

4.3% 

 0.0% 14.3% 0.0% 

研究開発資金の継続が困難 
2 0 2 4 

 

17.4% 

 25.0% 0.0% 25.0% 

競合技術の出現 
2 2 2 6 

 

26% 

 25.0% 28.6% 25.0% 

コストが低くならなかった 
2 2 2 6 

 

26% 

 25.0% 28.6% 25.0% 

社会情勢、環境に係わる情勢に
変化があった 

1 0 0 1 

 

4.3% 

 12.5% 0.0% 0.0% 

その他 
0 1 1 2 

 

8.7% 

 0.0% 14.3% 12.5% 

総計 8 7 8 23 100% 

※資金制度別の％は、総回答数に占める割合。 

 

「その他」の具体的な回答については、以下のとおりである。 

 

■地球温暖化対策技術開発・実証研究事業（「3．温暖化対策技術」） 

 実用化を進めるのに、現在事業としている生ゴミの処理会社及び自治体(富山市）と協力して行

なう予定だったが、敷地、人的及び資金面に課題があり断念した。 

 

○「実用化されている」「実用化される見込みである」とした課題研究の主たる成果の状況について

（追跡アンケート：問 4-2-1） 

 「実用化されている」と「実用化される見込みである」と回答した方 28名に、競争的資金を

活用し技術開発した主たる成果は、現時点でどのような状況にあるか伺ったところ、「試作品段

階」とする回答が「製品化段階」であるとする回答が 42.9％であった。次いで、「製品化段階」

であるとする回答が 25％、「ビジネスパートナー等との対話・協議段階」であるとする回答が

14.3％であった。 

また、「製品化段階」とする回答のうち、普及展開の場として、未回答を除く 4件すべてが「国

内で広く普及」を選択していた（表 6）。 
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表 18 活用・実用化された成果の現時点の段階（課題件数, n=28） 

  
環境研究総合推進費 温暖化対策 

技術 
総計 比率（%） 

委託費 補助金：循環 

ビジネスパートナー等との対話、
ライセンス等の協議段階 

0 2 2 4 

 

13.8% 

 (0.0%) (15.4%) (20.0%) 

試作品段階 
3 6 3 12 

 

41.4% 

 (50.0%) (46.2%) (30.0%) 

製品化段階 
2 3 3 8 

 

27.6% 

 (33.3%) (23.1%) (30.0%) 

その他の段階 
0 1 0 1 

 

3.4% 

 (0.0%) (7.7%) (0.0%) 

未記入 
1 1 2 4 

 

13.8% 

 (16.7%) (7.7%) (20.0%) 

総計 6 13 10 29 100.0% 

※資金制度別の％は、総回答数に占める割合。 

 

表 19 製品化段階の成果の普及場面（課題件数, n=7） 

★製品化段階のうち、製品の普及の程度は以下の通り。 

  
環境研究総合推進費 温暖化対策 

技術 
総計 比率（%） 

委託費 補助金：循環 

国内で広く普及 
0 1 3 

4 57.1% 
(0.0%) (50.0%) (100%) 

海外で広く普及 
0 0 0 

0 0.0％ 
(0.0%) (0.0%) (0.0%) 

国内外で広く普及 
0 0 0 

0 0.0％ 
(0.0%) (0.0%) (0.0%) 

未記入 
2 1 0 

3 42.9% 
(100%) (50.0%) (0.0%) 

総計 2 2 3 7 100% 

※資金制度別の％は、総回答数に占める割合。 

 

 一方で、「その他の段階」とする回答（自由記入）の内容は次の通りである。 

 

■環境研究総合推進費（「1.委託費」） 

 製品化され一部使われているが、普及するには至っていない。 

 GOSAT データを含む環境観測データを統合し、これらを図示化するなどのサービスをする会社

などから問い合わせがあることを聞いている。 
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 凝集沈殿＋UV、凝集沈殿＋オゾンは、災害があれば対応できるレベル、下水の直接膜ろ過は、

モジュールレベルで試作し、実験として使っている。 

 

■環境研究総合推進費（「2.補助金：循環」） 

 すでに、PCB 等の無害化処理施設があり、その信頼性を担保する研究である。 

 廃材の回収に関してまだ確立できていない 

 研究機関からの需要があり、民間企業を通じて販売可能にした。 

 

■地球温暖化対策技術開発・実証研究事業（「3．温暖化対策技術」） 

 セルフ受付機は製品化されているが、手荷物追跡機器は HMI 対応の追加開発が必要。また搭乗

旅客の空港内位置はスマホアプリにより運用されているが 100％捕捉には至っておらず把握方

法を継続研究中。 

 現時点での普及数は数例しかないが、今後広く普及させていく活動を進める予定である。環境

省業務時点の製品をさらに高度化させる取り組みを進めており、更なる普及促進に繋がると考

えている。 

 実証時に加え、国内で１件導入。 

 商用プラントの建設計画がある（着工済み）。 

 協力企業に試験設置して製品の評価を進めている。同時に受注も開始した。 

 

 活用・実用化した技術開発成果の反映先として、上記以外で、「ISO や IEC 等の取得により標

準化」、「法令・ガイドラインなどで公定法に指定」について該当するかどうか設問したが、こ

ちらについては、反映したとの回答は全体で 5件であった。 

 

表 20 活用・実用化した技術開発成果の標準化、法令・ガイドラインへの反映 

 
環境研究総合推進費 温暖化対策 

技術 
総計 比率（%） 

委託費 補助金：循環 

ISO や IEC 等の取得に 
より標準化 

1 0 1 2 40.0% 

法令・ガイドラインなどで
公定法に指定 

2 0 1 3 60.0% 

総計 3 0 2 5 100% 

 
 

（３）課題研究の成果の環境行政への反映について 

【課題研究の分野が、環境研究・調査分野、どちらにも当てはまるとの回答者対象】 

 

○研究成果の環境行政への反映状況（追跡アンケート：問 5） 

 成果の環境行政への反映については、「反映されている」あるいは「反映される見込みである」という

回答が合わせて 50％である一方で、「反映されているかどうかは不明」とする回答も 26.6％見られる。 

 制度別にみると、「反映されている」、「反映される見込みである」とする割合は、環境研究総合推進費

のうち、「1.委託費」では 57％であるが、「2.補助金：循環」では 40％にとどまる。 
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表 21 課題研究の成果の国、地方自治体等の環境行政への反映状況（課題件数，n=64） 

（課題研究の分野が、環境研究・調査分野、どちらにも当てはまるものを対象とした質問） 

  
環境研究総合推進費 温暖化対策 

技術 
総計 比率（%） 

委託費 補助金：循環 

反映されている 
14 9 1 24 

 

37.5% 

 (42.4%) (33.3%) (25.0%) 

反映される見込みである 
5 2 1 8 

 

12.5% 

 (15.2%) (7.4%) (25.0%) 

反映の予定・見込みはない 
8 3  11 

 

17.2% 

 (24.2%) (11.1%) (0.0%) 

反映されているかどうかは不明 
4 11 2 17 

 

26.6% 

 (12.1%) (40.7%) (50.0%) 

その他 
0 1 0 1 

 

1.6% 

 (0.0%) (3.7%) (0.0%) 

未記入 
2 1 0 3 

 

4.7% 

 (6.1%) (3.7%) (0.0%) 

総計 33 27 4 64 100.0% 

※資金制度別の％は、総回答数に占める割合。 

 

資金制度別にみると、環境研究総合推進費（「1.委託費」）、「3.温暖化対策技術」では「反

映されている」、「反映される見込みである」とする割合が約 50％を超える。他方、環境研究総

合推進費（「2.補助金：循環型」）、「3.温暖化対策技術」では「反映されているかどうかは

不明」とする回答も約 40～50％を占めた。 

 

 
図 6 資金制度別の国・地方自治体等の環境行政への反映状況 
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「その他」の内容は、以下のとおりである。 

 

■環境研究総合推進費（「1.委託費」） 

 調査結果の記者発表は多くの全国紙に掲載になり、また国内外の学会発表のインパクトも大き

かった。 

 国際的な報告書には引用されているが、それが活用されていると思う。 

 環境省「外来種被害防止行動計画」において防除の進め方に関するガイドラインを提示。 

 

■環境研究総合推進費（「2.補助金：循環」） 

 環境省が委託した業務において、研究成果をベースに、産業廃棄物マニフェスト情報の活用策

について検討中である。 

 反映させるために粘り強くトライしている。事業化のために担当と打合せ、今後も地道に反映

するために継続する。 

 放射性セシウムを含有する焼却残渣の管理方法に関する成果は、中間貯蔵施設の管理方法等に

活用されると考えられるが、貢献を直接的に裏付けるエビデンス資料は持っていない。 

 

■地球温暖化対策技術開発・実証研究事業（「3．温暖化対策技術」） 

 民間主導ではあるが、様々な実証が行われている。社会システムとしての実装に関しては、行

政との連携が必要だが、法令含めて協議が必要。スピード感として、民間のビジネスモデルと

して、実装を目指す。 

 

○研究成果が環境行政に「反映の予定･見込みがない」とする理由（追跡アンケート：問 5-1） 

 成果が環境行政に「反映の予定･見込みがない」と回答した理由については、「成果自体が環

境政策に直接反映するものではない」、「行政担当者との意思疎通が不十分」とする回答がそれ

ぞれ約 30％を占める。 
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表 22 研究成果が環境行政に「反映の予定･見込みがない」との回答の理由 

（課題件数，n=11） 

  
環境研究総合推進費 温暖化対策 

技術 
総計 比率（%） 

委託費 補助金：循環 

環境行政に直接反映できるだけ
の成果に到達していない 

0 0 0 0 

 

0.0% 

 (0.0%) (0.0%) (0.0%) 

成果自体が環境政策に直接反映
するものではない 

3  0 3 

 

27.3% 

 (37.5%) (0.0%) (0.0%) 

行政担当者との意思疎通が 
不十分 

2 1 0 3 

 

27.3% 

 (25.0%) (33.3%) (0.0%) 

社会情勢、環境に係わる情勢に
変化があった 

1 1 0 2 

 

18.2% 

 (12.5%) (33.3%) (0.0%) 

その他 
2 1 0 3 

 

27.3% 

 (25.0%) (33.3%) (0.0%) 

未記入 
0 0 0 0 

(0.0%) 

0.0% 

 (0.0%) (0.0%) (0.0%) 

総計 8 3 0 11 100% 

※資金制度別の％は、総回答数に占める割合。 

 

【その他の内容】 

■環境研究総合推進費（「1.委託費」） 

 現状では、研究のフレームワークは出来上がったが、安定同位体分析機器の普及が進んでいな

いため、具体的な場面での実用化は進んでいない。しかし、今後この手法を使った解析が行わ

れる可能性はある。 

 本調査により、行政対応の必要性が低いことを明らかにしたため、特段の意思疎通の努力もお

こなっていない。 

 放射性化合物による環境汚染に関しては、研究成果が出る前に環境省の政策が決められた。現

地試験での成果を求められていたので、環境省に研究成果を報告できるよう考えたが、聞いて

もらえる機会はなかった。 

 

■環境研究総合推進費（「2.補助金：循環」） 

 本研究成果の一つである石綿含有建材の目視判定法は、石綿対策に関係する環境行政担当者の

スキルとして需要はあり、人事異動に伴い継続的に研修依頼がある。しかし、石綿分析の公定

法ではないため条例、ガイドライン等には取り入れられていない。 

 

 

○研究成果が環境行政に反映される内容について（追跡アンケート：問 5-2） 

 問 5で研究成果が環境行政に「反映されている」「反映される見込みである」と回答した方に、

どのような場面で反映したのかを尋ねたところ、「法令･条例･行政計画等に反映」が 59.4％、「報

告書」への掲載は 34.4％であった。 
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 制度別には、環境研究総合推進費のうち、「1.委託費」では「法令･条例･行政計画等に反映」

と「報告書」がほぼ同数、「2.補助金：循環」では「法令･条例･行政計画等に反映」とする回答

が多かった。また、「3.温暖化対策技術」では、「法令・条例・行政計画に反映」、「報告書」

がそれぞれ 1件であった。 

 

表 23 研究成果が環境行政に「反映されている」「反映される見込みである」とする内容（課題件数） 

単位 反映先 
環境研究総合推進費 温暖化対策 

技術 
総計 比率（%） 

委託費 補助金：循環 

国 
法令・行政計画 4 5  9 28.1% 

報告書 5  1 6 18.8% 

都道

府県 

条令・行政計画  1  1 3.1% 

報告書 1 1  2 6.3% 

市町

村 

条令・行政計画  2 1 3 9.4% 

報告書 1   1 3.1% 

国際 
条令・行政計画 4 2  6 18.8% 

報告書 2   2 6.3% 

全体 
条令・行政計画 8 10 1 19 59.4% 

報告書 9 1 1 11 34.4% 

未記入 2   2 6.3% 

総計  19 11 2 32 100% 

 

 

（４）研究成果の環境保全への貢献について 

【課題研究の分野が、環境研究・調査分野、どちらにも当てはまるとの回答者対象】 

 

○課題研究の成果の環境保全への貢献状況について（追跡アンケート：問 6） 

 成果の環境保全への貢献については、「貢献している」、「貢献する見込みである」が全体の約 6

割を占めている。他方、「貢献の予定・見込みはない」とする回答は、「1.推進費」及び「2.循環

型」では 15％前後、「3.温暖化対策技術」では 1件もなかった。 
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表 24 課題研究の成果の環境保全への貢献状況（課題件数, n=64） 

（課題研究の分野が、環境研究・調査分野、どちらにも当てはまるものを対象とした質問） 

  
環境研究総合推進費 温暖化対策 

技術 
総計 比率（%） 

委託費 補助金：循環 

すでに貢献している 
15 8 0 23 

 

35.9% 

 (45.5%) (29.6%) (0.0%) 

将来、貢献する見込み
である 

7 6 4 17 

 

26.6% 

 (21.2%) (22.2%) (100.0%) 

貢献の予定･見込みは
ない 

5 3 0 8 

 

12.5% 

 (15.2%) (11.1%) (0.0%) 

その他 
4 8 0 12 

 

18.8% 

 (12.1%) (29.6%) (0.0%) 

未記入 
2 2 0 4 

 

6.3% 

 (6.1%) (7.4%) (0.0%) 

総計 33 27 4 64 100% 

※資金制度別の％は、総回答数に占める割合。 

 

資金制度別にみると、「3.温暖化対策技術」では、回答数は少ないものの、「将来、貢献す

る見込みである」とする回答が全てを占めた。 

 
図 7 資金制度別の成果の環境保全への貢献状況 

 

「その他」の内容については、以下のとおりである。 

 

【その他の内容】 

■環境研究総合推進費（「1.委託費」） 

 日本の海域環境保全政策の「法制度・慣習」が根本的に変わらなければ、研究成果を上げても

貢献できる道筋が見えてこない。国の府省庁間・国と地方自治体間・地方自治体間・以上すべ

ての行政機関と漁業協同組合間のそれぞれで、垣根を越えた協力態勢の構築ができるよう、政
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策担当者に取り組んでいただきたい。 

 海外・国内の有機農業生産者や指導者・支援者に、有機農業や有機農業をめぐる人的ネットワ

ークの社会的意義､環境保全への有効性が理解され､持続的な活動の展開に寄与している。 

 成果は調査等を行った自治体、NGO・NPO を通じて返還し、その活動に活かして頂いている。ま

た、報告書、学会報告などの資料は要請に応じて送付し、他の研究者・研究機関の環境保全活

動に使用されている。 

 

■環境研究総合推進費（「2.補助金：循環」） 

 アスベスト含有産業廃棄物の排出・処理の現場指導、投棄された場合の早期発見、対策等に寄

与している。ただし、公表されている資料なし。 

 汚染土をできるだけ機能性の高い土砂で被覆し、安心・安全保管を行うという場合には、貢献

できる可能性があるが、保管区域内でそのまま放置するという方針の場合は、貢献できる可能

性は低い。 

 浄化槽の耐震施工方法については、実規模での耐震実験がコスト的・期間的に困難であり、更

なる検討が必要な状況であるが、技術的には部分的に適用可能な状況であることから、業界と

の連携を検討していきたい。一方で、直接的に研究成果を引用されてはいないものの、避難所

等への浄化槽の設置など、機運が高まってきていると考えている。 

 新規の有害化学物質を調査した研究のため、今後、環境保全に貢献する可能性はあるが、現時

点では未定である。 

 

○環境保全への「貢献の予定･見込みはない」との理由について（追跡アンケート：問 6-1） 

「貢献の予定･見込みはない」との回答理由は、「環境保全に直接貢献できるだけの成果に到達してい

ない」、「環境保全への貢献が直接的な目的ではない」、「その他」がそれぞれ 2 件ずつあげられている。 

 

表 25 環境保全への「貢献の予定･見込みはない」とする理由（課題件数, n=8） 

  
環境研究総合推進費 温暖化対策 

技術 
総計 比率（%） 

委託費 補助金：循環 

環境保全に直接反映できるだけ

の成果に到達していない 

0 2 0 
2 25.0% 

(0.0%) (66.7%) （0.0%） 

成果自体が環境保全に直接反映

するものではない 

2 0 0 
2 25.0% 

(40.0%) (0.0%) （0.0%） 

貢献するための手段・方法が 

分からない 

1 0 0 
1 12.5% 

(20.0%) (0.0%) （0.0%） 

貢献したいが、有用性を 

理解してもらえない 

0 0 0 
0 0.0% 

(0.0%) (0.0%) （0.0%） 

その他 
1 1 0 

2 25.0% 
(20.0%) (33.3%) （0.0%） 

未記入 
1 0 0 

1 12.5% 
(20.0%) (0.0%) （0.0%） 

総計 5 3 0 8 100% 

※資金制度別の％は、総回答数に占める割合。 
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「その他」の内容については、以下のとおりである。 

 

【その他の内容】 

■環境研究総合推進費（「1.委託費」） 

 上記同様、安定同位体分析機器の普及が進んでいないため、具体的な場面での実用化は進んで

いない。 

 

■環境研究総合推進費（「2.補助金：循環」） 

 環境省が委託した業務において、研究成果をベースに、産業廃棄物マニフェスト情報の活用策

について検討中である。 

 社会実装には自治体の理解、協力が必要であるが、自治体へ働きかける時間が取れない。 

 

 

○課題研究の研究成果が環境保全に「すでに貢献している」「将来、貢献する見込みである」 

とする分野と具体的な内容等について（追跡アンケート：問 6-2） 

 環境保全に「貢献している」、「貢献する見込みである」と回答した方に、どのような点で貢献

しているのかを尋ねたところ、「安全の確保（リスク管理、環境汚染対策）」が 43.2％と最も多く、

次いで「低炭素社会の構築」が 25%となっている。 

 

表 26 研究成果が環境保全に「すでに貢献している」「将来、貢献する見込みである」とする分野（課

題件数） 

  
環境研究総合推進費 温暖化対策 

技術 
総計 比率 

委託費 補助金：循環 

低炭素社会の構築 

 
5 3 3 11 25.0% 

資源循環社会形成 

 
 6 1 7 15.9% 

自然共生 

 
3   3 6.8% 

安全の確保（リスク管理、

環境汚染対策） 
12 7  19 43.2% 

その他 

 
   0 0.0% 

未記入，無効 

 
2 1 1 4 9.1% 

総計 22 17 5 44 100% 
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図 8 成果の環境保全に貢献している分野 

 

 

◯課題研究の成果が環境行政への反映や環境保全に役立つためには、環境省からどのような取組

みが必要と思われますか？(自由回答) （追跡アンケート：問 7)  

課題研究の成果が、環境行政への反映や環境保全に役立つために、環境省に求める取組みに

ついては、主に「計画・資金の確保」、「行政側の姿勢」、「行政側の知識・政策等の整理」、

「情報交換・各種連携の必要性〈行政担当者との連携〉」に分けることができる。 

資金制度別にみると、環境研究総合推進費のうち、「1.委託費」では、「計画・資金の確保」、

「行政側の知識・政策等の整理」に関する意見が他の資金制度と比べて多く、中でも環境行政

に反映するための方策の提示を求める意見が多く見られた。また、「2.補助金：循環」では、

「行政側の姿勢」、「情報交換・各種連携（行政を含む）」に関する意見が多く、中でも「国

際的な取組みの支援・関係構築や省庁・関係機関（地方自治体等）との連携の必要性を求める

意見が多く見られた。 

意見の中には、「行政側の知識、政策等の整理」において、「研究者側に対して申請、審査

段階で何をどこまで社会、行政に実装する見通しであるか整理させておく工夫が必要」とし、

環境省担当部局とコミュニケーションをとる機会を設定し、環境省として採択課題に期待する

成果を明確に伝え、到達度を評価する仕組みを構築することを期待する意見や、「計画・資金

の確保」において、「研究活動は新規性や独自性を失うことはできないため、研究成果と行政

ニーズとのギャップを埋める意図的な取組み（例えば、行政に直接貢献するための継続研究枠

等）が事後評価結果等を踏まえ必要」とした。 
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図 9 成果の環境行政への反映、環境保全への貢献に向けた環境省の取組み（件数） 

 

環境省に求める取組みについての主な内容は、以下のとおりである。 

 

■環境研究総合推進費（「1.委託費」） 

〈計画・資金の確保〉 

 研究の継続的支援（2件） 

 研究の継続的支援（人材育成等を含む）（3 件） 

 行政を巻き込んだ制度構築（1件） 

 産学官連携の支援・環境構築（1 件） 

 政策研究の枠組みの整理（現象把握、課題解決）（2件） 

 

〈行政側の姿勢〉 

 積極的な関与〈1件〉 

 国際的取組みの支援・関係構築〈4件〉 

 

〈行政側の知識、政策等の整理〉 

 環境行政に反映するための方策の提示（7件） 

 環境省内での研究・研究成果等に関する情報共有（3件） 

 情報交換・各種連携（行政を含む）（10 件） 

 行政官と研究者との交流〈1 件〉 

 省庁・関係機関（地方自治体等）との連携の必要性（5 件） 

 省庁・関係機関との連携の必要性（4 件） 

 

■環境研究総合推進費（「2.補助金：循環」） 

〈計画・資金の確保〉 

 研究の継続的支援（3件） 

 研究成果の実装支援（4件） 
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〈行政側の姿勢〉 

 国際的取組みの支援・関係構築（6件） 

 その他 （1件） 

 

〈行政側の知識、政策等の整理〉 

 環境行政に反映するための方策の提示（2件） 

 環境省内での研究・研究成果等に関する情報共有（1件） 

 社会制度の整備（2 件） 

 情報提供・議論の場・ネットワーク提供（1 件） 

 

〈情報交換・各種連携（行政を含む） 

 行政官と研究者との交流（2 件） 

 省庁・関係機関との連携の必要性（5 件） 

 省庁・関係機関（地方自治体等）との連携の必要性（6 件） 

 

■地球温暖化対策技術開発・実証研究事業（「3．温暖化対策技術」） 

〈計画・資金の確保〉 

 研究成果の実装支援（4 件） 

 

〈行政側の姿勢〉 

 国際的取組みの支援・関係構築（2 件） 

 行政側の知識、政策等の整理（2 件） 

 環境行政に反映するための方策の提示（1 件） 

 社会制度の整備（1 件） 

 

〈情報交換・各種連携（行政を含む）〉 

 研究成果の総合的データベース（1 件） 

 行政官と研究者との交流（1 件） 

 省庁・関係機関との連携の必要性（3 件） 

 省庁・関係機関（地方自治体等）との連携の必要性（1 件） 

 

 

○課題研究の成果が環境行政への反映や環境保全に役立つための研究者の努力 

 （自由回答）（追跡アンケート：問 8） 

課題研究の成果が、環境行政への反映や環境保全に役立つための研究者側の努力については、

主に「環境政策への理解」、「行政官との対話の努力」、「自治体、民間企業への積極的なア

プローチ」、「成果の社会実装のための具体策の提示」、「成果の国際的な社会実装のための

具体策の提示」、「成果の積極的な広報の提示」、「成果の蓄積」、「幅広い関与者との連携」

に分けることができる。 

資金制度別にみると、環境研究総合推進費のうち、「1.委託費」では、「行政官との対話の
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努力」が必要とする意見が多く、「2.補助金：循環」では、「環境政策への理解」、「自治体、

民間企業への積極的なアプローチ」、「成果の社会実装のための具体策の提示」等の意見が多

い。「3.温暖化対策技術」では、「成果の蓄積」とする意見が多く見られた。 

意見の中には、「自治体、民間企業への積極的なアプローチ」において、「仮に自治体の方々

にプレゼンする機会を与えられたとしても、自治体で実際に社会実装していこうと決意させる

に値するデータが乏しい」とし、社会実装の際に説得性のあるデータや対策法を提示すること

と、学術的な成果との間には大きなギャップがあるため、研究者側においてもギャップを埋め

る努力が求められるとした。 

 
図 10 成果の環境行政への反映、環境保全への貢献に向けた研究者の努力 

 

研究側に求める努力の主な内容は、以下のとおりである。 

 

■環境研究総合推進費（「1.委託費」） 

 環境政策への理解（2件） 

 行政官との対話の努力（9件） 

 自治体、民間企業への積極的なアプローチ（1 件） 

 成果の国際的な社会実装のための具体策の提示（6件） 

 成果の積極的な広報の必要性（3 件） 

 成果の蓄積（5件） 

 幅広い関与者との連携（3件） 

 その他（1件） 

 

■環境研究総合推進費（「2.補助金：循環」） 

 環境政策への理解（6件） 

 行政官との対話の努力（5件） 
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 自治体、民間企業への積極的なアプローチ（4 件） 

 成果の社会実装のための具体策の提示（6件） 

 成果の国際的な社会実装のための具体策の提示（4件） 

 成果の積極的な広報の必要性（2 件） 

 成果の蓄積（6件） 

 幅広い関与者との連携（1件） 

 その他（1件） 

 

■地球温暖化対策技術開発・実証研究事業（「3．温暖化対策技術」） 

 行政官との対話の努力（2件） 

 自治体、民間企業への積極的なアプローチ（2 件） 

 成果の社会実装のための具体策の提示（2件） 

 成果の国際的な社会実装のための具体策の提示（2件） 

 成果の積極的な広報の必要性（1 件） 

 成果の蓄積（4件） 

 幅広い関与者との連携（1件） 

 その他（1件） 

 

 

（５）課題研究終了後の展開状況 

○課題研究終了後の研究の現状（追跡アンケート：問 9） 

課題終了後の研究が、現在、どのような状況にあるかについては、「研究継続している」「派生・発展し

た研究を実施している」とする回答が約80％を占めている。直後に中止･終了した課題は3件（4.5％）にと

どまる。 

表 27 課題研究終了後の研究の現状について（課題件数） 

  
環境研究総合推進費 温暖化対策 

技術 
総計 比率（%） 

委託費 補助金：循環 

課題研究とほぼ同じ目的、目標に
向けて、研究を継続している 

9 4 1 14 

 

15.7% 

 (24.3%) (10.3%) (7.7%) 

課題研究から派生･発展した 
研究を実施している 

24 25 8 57 

 

64.0% 

 (64.9%) (64.1%) (61.5%) 

課題研究終了後、研究を 
中止・終了した 

2 4 2 8 

 

9.0% 

 (5.4%) (10.3%) (15.4%) 

課題研究終了時に研究は 
中止･終了した 

0 2 2 4 

 

4.5% 

 (0.0%) (5.1%) (15.4%) 

その他 
1 2 0 3 

 

3.4% 

 (2.7%) (5.1%) (0.0%) 

未記入 
1 2 0 3 

 

3.4% 

 (2.7%) (5.1%) (0.0%) 

総計 37 39 13 89 100% 

※資金制度別の％は、総回答数に占める割合。 
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資金制度別にみると、環境研究総合推進費のうち、「1.委託費」は、他の資金制度と比べ、課

題研究とほぼ同じ目的、目標に向けて研究を継続している課題の割合が多い。また、「3.温暖

化対策技術」では、課題研究終了後、研究を中止・終了したとする課題の割合が多い。 

 

 
図 11 課題研究終了後の現状について（資金別） 

 

「その他」の内容については、以下のとおりである。 

 

【その他の内容】 

■環境研究総合推進費（「1.委託費」） 

 課題研究から派生･発展した研究の提案を続けている。 

 私自身が研究を実施している訳ではない。 

 

■環境研究総合推進費（「2.補助金：循環」） 

 研究の継続に向けて研究費の獲得等の努力を続けている。 

 

■地球温暖化対策技術開発・実証研究事業（「3．温暖化対策技術」） 

 実証事業の共同研究者が実施されている。 

 

○研究を「中止・終了した」理由について（追跡アンケート：問 9-1） 

 課題研究終了時あるいは終了後に研究を中止･終了した理由として、最も多かった理由は「当初

の目的、目標を達成した」であり、72.7%（8 件）を占める。「状況変化により、目的、目標の重

要度が低下した」がそれぞれ 22.6％であった。一方、「目標、目的達成の見込みが立たなかった」、

「状況の変化により、目的、目標の重要度が低下した」、「他に関心のあるテーマがあった」とす

る回答は無かった。 
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表 28 研究を「中止・終了した」理由について（課題件数, n=12） 

  
環境研究総合推進費 温暖化対策 

技術 
総計 比率（%） 

委託費 補助金：循環 

当初の目的、目標を達成し
た 

2 5 2 9 

 

75.0% 

 (100.0%) (83.3%) (50.0%) 

研究資金が続かなかった 
0 0 1 1 

 

8.3% 

 (0.0%) (0.0%) (25.0%) 

目標、目的達成の見込みが
立たなかった 

0 0 0 0 

 

0.0% 

 (0.0%) (0.0%) (0.0%) 

成果の社会実装コストが低
減できず、中止・終了した 

0 0 1 1 

 

8.3% 

 (0.0%) (0.0%) (25.0%) 

状況の変化により、目的、目
標の重要度が低下した 

0 0 0 0 

 

0.0% 

 (0.0%) (0.0%) (0.0%) 

他に関心のあるテーマがあ
った 

0 0 0 0 

 

0.0% 

 (0.0%) (0.0%) (0.0%) 

その他 
0 1 0 1 

 

8.3% 

 (0.0%) (16.7%) (0.0%) 

総計 2 6 4 12 100% 

※資金制度別の％は、総回答数に占める割合。 

 

「その他」の内容については、以下のとおりである。 

 

【その他の内容】 

■環境研究総合推進費（「2.補助金：循環」） 

 本課題研究のメンバーが代表で推進費に応募したが不採択に終わった。研究期間内に一定の成

果を得たことと、主要研究メンバーが、退職や課題研究終了を契機に他の研究テーマに取り組

んだことなどにより、その後研究費に応募はしていないが、講習会等による研究成果の広報や

現地調査等は継続している。 

 

 

○研究を「継続している」、「派生・発展した研究を実施している」理由について 

（追跡アンケート：問 9-2） 

資金制度別に、研究を「継続している」、もしくは「派生・発展した研究を実施している」と

した理由の回答割合を見ると、どの資金制度においても、概ね、継続的な資金を確保できたこ

ととする意見が多い。それ以外の理由では、「1.委託費」「2.補助金：循環」では、プロジェク

ト遂行中に整備した基盤を元に研究の継続・展開を図っているとする意見が多く、「3.温暖化技

術開発」では、研究成果に対する第三者からの要望等により派生展開しているとする意見が多

い。 
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図 12 継続、派生・発展研究を実施している理由（資金別回答割合） 

注）コメント数は、「1.委託費」、「2．補助金：循環」は各 30 件。「3．温暖化技術開発」は 10件。 

 

研究を｢継続している｣｢派生・発展した研究を実施している｣主な理由については、下記のとお

りである。 

 

■環境研究総合推進費（「1.委託費」） 

 継続的な資金を確保できた（17件） 

 得られた成果がその後の研究に有効であった（2件） 

 研究が社会的に必要であると判断した（3件） 

 プロジェクト遂行中に整備した基盤を元に研究の継続・展開（6 件） 

 所属機関で研究プログラムとなった（1 件） 

 プロジェクト遂行中に構築したネットワークを元に研究継続・展開（1 件） 

 

■環境研究総合推進費（「2.補助金：循環」） 

 継続的な資金を確保できた（10件） 

 得られた成果がその後の研究に有効であった（1件） 

 研究が社会的に必要であると判断した（4件） 

 研究成果に対する第三者からの要望等により派生展開（6件） 

 プロジェクト遂行中に整備した基盤を元に研究の継続・展開（3 件） 

 研究の方向性を変えた（1件） 

 所属機関で研究プログラムとなった（4 件） 

 その他（1件） 
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■地球温暖化対策技術開発・実証研究事業（「3．温暖化技術開発」） 

 継続的な資金を確保できた（3件） 

 研究成果に対する第三者からの要望等により派生展開（1件） 

 プロジェクト遂行中に整備した基盤を元に研究の継続・展開（4 件） 

 研究の方向性を変えた（1件） 

 プロジェクト遂行中に構築したネットワークを元に研究継続・展開（1 件） 

 

○研究資金の確保について：課題研究終了後に関連する継続的な研究資金の確保 

（追跡アンケート：問 10） 

 課題研究終了後に関連する継続的な研究を実施した研究代表者のうち、約 60％は公的あるいは

民間の競争的資金を得て、継続的な研究開発活動を展開している。 

 また、継続的な研究のうち、所属機関の自己資金により研究を続けているケースも見られる

（26.8％）。 

 

表 29 継続的な研究のための資金の確保先（件数、複数選択可） 

  
環境研究総合推進費 温暖化技術 

開発 
総計 比率（%） 

委託費 補助金：循環 

公的な競争的資金あるいは民間の
競争的資金を得た 

32 19 5 56 

 

57.7% 

 （69.6%） （47.5%） （45.5%） 

所属する機関から研究資金を得た 
9 13 4 26 

 

26.8% 

 （19.6%） （32.5%） （36.4%） 

他機関との共同研究により研究資
金（競争的資金以外）を得た 

3 5 1 9 

 

9.3% 

 （6.5%） （12.5%） （9.1%） 

外部から寄附金を得た 
1 2 0 3 

 

3.1% 

 （2.2%） （5.0%） （0.0%） 

その他 
1 1 1 3 

 

3.1% 

 （2.2%） （2.5%） （9.1%） 

総計 46 40 11 97 100% 

※資金制度別の％は、総回答数に占める割合。 
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図 13 継続的な研究のための資金の確保（資金別） 

 

「その他」の内容については、以下のとおりである。 

 

【その他の内容】 

■環境研究総合推進費（「1.委託費」） 

 環境省の委託業務 

 

■地球温暖化対策技術開発・実証研究事業（「3．温暖化技術開発」） 

 現在、次のステップに向けた動きを検討している段階。 

 

 

○得られた競争的資金の内容について（追跡アンケート：問 10-1） 

 継続的な研究を実施するために競争的資金を得た方に、その種類を尋ねたところ、85.7％が国内の公

的な競争的資金を得ていた。一方、海外の公的な競争的資金を得て研究を継続しているとの回答はな

かった。民間（国内）からの競争的資金活用は約 8.9％であった。 
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表 30 得られた競争的資金の内容（件数） 

  
環境研究総合推進費 温暖化技術 

開発 
総計 比率（%） 

委託費 補助金：循環 

公的（国内）な競争的資金 29 15 4 48 85.7% 

公的（海外）な競争的資金 0 0 0 0 0.0% 

民間（国内）の競争的資金 1 3 1 5 8.9% 

民間（海外）の競争的資金 0 0 0 0 0.0% 

その他 0 0 0 0 0.0% 

未記入 2 1 0 3 5.4% 

総計 32 19 5 56 100% 

 

（７）プロジェクト終了時と終了後一定期間を経た現在の評価 

○課題研究に関連する継続的な研究についての研究ステージ（追跡アンケート：問 11） 

課題研究に関連する継続的な研究について、課題研究終了時と現時点のステージについて質問

した。いずれの資金制度の課題研究においても、課題終了時から現時点へ向けて、基礎的な研究

から応用・実用的な研究へステージがシフトしていることが分かる。 

 

表 31 課題研究に関連する継続的な研究の課題研究終了時と現時点のステージ（％） 

 

基礎研究/基礎調

査等の段階 

目的基礎研究等の

中間段階 

応用/実用化等の

中間段階 

行政等への貢献/

社会システム等の

普及/製品開発の

段階 

未記入 

環境研

究総合

推進費 

委託費 
終了時 25.7% 40.0% 22.9% 5.7% 11.4% 

現時点 8.6% 20.0% 45.7% 22.9% 8.6% 

補助金：

循環 

終了時 29.0% 51.6% 25.8% 16.1% 3.2% 

現時点 0.0% 22.6% 64.5% 32.3% 6.5% 

温暖化技術 
開発 

終了時 0.0% 30.8% 53.8% 15.4% 0.0% 

現時点 0.0% 0.0% 38.5% 61.5% 0.0% 

全体 
終了時 22.8% 43.0% 29.1% 11.4% 6.3% 

現時点 3.8% 17.7% 51.9% 32.9% 6.3% 
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（左側：環境研究総合推進費（委託費）、右側：環境研究総合推進費（補助金：循環型社会形成研

究） 

  

（左側：地球温暖化対策技術開発・実証研究事業、右側：全体） 

図 14 課題研究の終了時と現時点のステージ 

 

○研究終了時と現在における研究開発環境（研究開発の進展への寄与） 

（追跡アンケート：問 12） 

課題研究が一定期間を経た現在から振り返り、当該競争的資金制度が課題研究全体に与えた影

響を把握するため、「研究開発課題の克服、研究開発成果創出への寄与」、「研究コミュニティ形成

への寄与」、「産学連携、産産連携、産学官連携への寄与」、「人材育成への寄与」、「国際的展開へ

の貢献・寄与」の 5 つの項目について、競争的資金を得ていなかった場合の現時点までの発展の

見込みと、競争的資金を受けた現状における発展状況について、研究開発の進展への寄与度を 5

段階で評価いただいた。 

資金制度別に、資金を得ていなかった場合の研究終了時と現在の研究開発環境における競争的

資金の寄与を見るため、加重平均により指数化＊を行った。 

 
＊指数化＝期待以上に寄与した：５点、期待どおり寄与した：４点、どちらともいえない：3 点、 

あまり寄与しない：2点、全く寄与しない：1点 

 

全ての資金制度を通じて、競争的資金は、研究開発課題の克服、研究開発成果創出に大きく寄

与したとの結果であった。その他の寄与に関して、個別資金制度別に見ていくと、環境研究総合

推進費のうち、「1.委託費」では研究コミュニティ形成、人材育成が、「2.補助金：循環」では研

究コミュニティ形成、産学連携・産産連携・産学官連携、人材育成、国際展開等への寄与が見ら
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れた。「3．温暖化」では研究コミュニティへの寄与と産学連携、産産連携、産学官連携への寄与

が大きいことが分かった。 

 

  

図 15 研究開発の進展への寄与（１） 

（左側：環境研究総合推進費（委託費）、右側：環境研究総合推進費（補助金：循環型社会形成研究） 

  

図 16 研究開発の進展への寄与（２） 

（左側：地球温暖化対策技術開発・実証研究事業、右側：全体） 

 

以下、チャートの背景資料として、「研究開発課題の克服、研究開発成果創出への寄与」、「研究コミュ

ニティ形成への寄与」、「産学連携、産産連携、産学官連携への寄与」、「人材育成への寄与」、「国際的

展開への貢献・寄与」の 5 つの項目別に、回答結果を示す。 
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表 32 研究開発課題の克服、研究開発成果創出への競争的資金の寄与 

（寄与する・しない＝実数） 

  全く発展し

なかった 

あまり発展

しなかった 

どちらとも

いえない 

大きく発展

した 

期待以上

に発展した 
加重平均 

環境研究

総合推進

費 

委託費  
資金無 8 28 

 
1 

 
1.8 

資金有 
  

1 29 7 4.2 

補助金：

循環 

資金無 12 20 6 1 
 

1.9 

資金有 
  

3 30 6 4.1 

温暖化対策技術 
資金無 4 6 2 

  
1.8 

資金有 
  

1 10 
 

3.9 

全体 
資金無 24 54 8 2 

 
2.1 

資金有 
  

5 69 13 4.1 

 

表 33 研究コミュニティ形成への競争的資金の寄与 

（寄与する・しない＝実数） 

  全く発展し

なかった 

あまり発展

しなかった 

どちらともい

えない 

大きく発展

した 

期待以上に

発展した 
加重平均 

環境研究 

総合推進

費 

委託費  
資金無 8 22 4 3  2.1 

資金有   7 22 8 4.0 

補助金：

循環 

資金無 8 16 9 4  2.2 

資金有   13 19 4 3.8 

温暖化対策技術 
資金無 4 5 3 

  
1.9 

資金有 
  

1 7 3 4.2 

全体 
資金無 20 43 16 7 

 
2.1 

資金有 
  

21 48 15 3.9 

 

表 34 産学連携、産産連携、産学官連携への競争的資金の寄与 

（寄与する・しない＝実数） 

  全く発展し

なかった 

あまり発展

しなかった 

どちらとも

いえない 

大きく発展

した 

期待以上

に発展した 
加重平均 

環境研究 

総合推

進費 

委託費  
資金無 8 11 13 1 1 2.3 

資金有 2 4 13 12 3 3.3 

補助金：

循環 

資金無 9 11 13 3 
 

2.3 

資金有 
 

2 12 14 8 3.8 

温暖化対策技術 
資金無 3 6 2 1 

 
2.1 

資金有 
  

1 7 3 4.2 

全体 
資金無 20 28 28 5 1 2.3 

資金有 2 6 26 33 14 3.6 
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表 35 人材育成への競争的資金の寄与 

（寄与する・しない＝実数） 

  全く発展し

なかった 

あまり発展

しなかった 

どちらとも

いえない 

大きく発展

した 

期待以上

に発展した 
加重平均 

環境研究 

総合推進

費 

委託費  
資金無 8 19 4 4 0 2.1 

資金有 
  

3 25 7 4.1 

補助金：

循環 

資金無 7 13 14 2 0 2.3 

資金有 1 3 6 20 6 3.8 

温暖化対策技術 
資金無 2 5 5 

 
0 2.3 

資金有 
 

1 3 7 
 

3.5 

全体 
資金無 17 37 23 6 0 2.2 

資金有 1 4 12 52 13 3.9 

 

表 36 国際的展開への競争的資金の貢献・寄与 

（寄与する・しない＝実数） 

  全く発展し

なかった 

あまり発展

しなかった 

どちらとも

いえない 

大きく発展

した 

期待以上

に発展した 
加重平均 

環境研究 

総合推進

費 

委託費  
資金無 9 13 7 4 2 2.3 

資金有 
 

4 7 18 6 3.7 

補助金：

循環 

資金無 12 11 10 1 
 

2.0 

資金有 1 4 9 16 4 3.5 

温暖化対策技術 
資金無 4 2 4 

  
2.0 

資金有 
  

7 4 
 

3.4 

全体 
資金無 25 26 21 5 2 2.2 

資金有 1 8 23 38 10 3.6 

 

 

（９）論文等の実績件数について 

○論文等実績について（追跡アンケート：問 13） 

 課題研究終了後から現在までの論文等の発表については、総計で約 2,670 件の実績があり、

国内での発表と海外での発表については、国内発表が約 60％であり、海外発表は約 40％であっ

た。海外への情報発信も国内と同様、活発に行われていることが分かる。 

内容別にみると、特に海外については、査読有りの論文件数が 33.2％を占めている。 
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表 37 論文等実績リスト（件） 

  

  

環境研究総合推進費 温暖化 

対策技術 
総計 比率（%） 

委託費 補助金：循環 

国内 

査読有りの論文件数 50 29 12 91 5.8% 

本競争的資金による研究成果

であることを明記した論文件数 
30 12 5 47 3.0% 

総説・解説の件数 112 61 19 192 12.3% 

口頭発表の件数 429 274 114 817 52.2% 

招待講演の件数 134 105 52 291 18.6% 

受賞件数 30 23 6 59 3.8% 

その他 28 11 28 67 4.3% 

小計（A） 813 515 236 1,564 100% 

海外 

査読有りの論文件数 206 127 34 367 33.2% 

本競争的資金による研究成果

であることを明記した論文件数 
151 30 2 183 16.6% 

総説・解説の件数 24 3 0 27 2.4% 

口頭発表の件数 270 152 21 443 40.1% 

招待講演の件数 17 24 11 52 4.7% 

受賞件数 3 8 5 16 1.4% 

その他 12 3 1 16 1.4% 

小計（B） 683 347 74 1,104 100% 

総計（A+B） 1,496 862 310 2,668 － 

 

回答者 89人中 15 人から回答を得た。課題研究終了後から現在までの発表した論文等におけ

る引用文献数については、総計で 387 件の実績であった。制度別では、環境研究総合推進費の

「1委託費」が 8１.4％を占め、次いで、環境研究総合推進費の「2.補助金：循環」が 18.1％

であった。 
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表 38 論文の引用件数 

 件数 比率(%) 

環境研究 

総合推進費 

委託費 315 81.4% 

補助金：循環 70 18.1% 

温暖化対策技術 2 0.5% 

全体 387 100% 

              ※回答者：89 人中 15 人 

 

○知的基盤の強化について（追跡アンケート：問 15） 

 知的基盤強化に関する活動実績のうち、最も多いのが「研究ネットワークの形成」の 16.5%％

であり、次いで、「人材育成」の 13.9%となっている。 

 

表 39 知的基盤の強化につながる活動実績数 

  
環境研究総合推進費 温暖化対策 

技術 
総計 比率（%） 

委託費 補助金：循環 

人材育成 
9 7 0 16 

 

26.2% 

 (30.0%) (28.0%) (0.0%) 

研究ネットワークの形成 
10 11 5 26 

 

42.6% 

 (33.3%) (44.0%) (83.3%) 

関連学会等における研究会

の発足 

3 1 0 4 

 

6.6% 

 (10.0%) (4.0%) (0.0%) 

国際共同研究への参加 
5 3 1 9 

 

14.8% 

 (16.7%) (12.0%) (16.7%) 

その他 
3 3 0 6 

 

9.8% 

 (10.0%) (12.0%) (0.0%) 

総計 30 25 6 61 100.0% 

※資金制度別の％は、総回答数に占める割合。 

 

 

○課題研究終了後、課題研究や継続的研究の成果から出願された特許出願状況 

（追跡アンケート：問 16） 

 回答者 89 人中 8 人が特許出願等を行っている。全体では、17 件の特許が出願されており、

そのうち登録された件数が 8 件となっている。また 3 件は海外への特許出願である。資金制度

別でみると、環境研究総合推進費の「2.補助金：循環」が最も多い。 
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表 40 特許出願状況（件数） 

  
環境研究総合推進費 温暖化対策 

技術 
総計 

委託費 補助金：循環 

出願した件数（外国出願を含む） 1 8 8 17 

出願した特許のうち、審査中の件数 1 2 1 4 

出願した特許のうち、登録された件数 1 6 1 8 

出願した特許のうち、取り下げた件数 0 0 2 2 

出願した特許のうち、実施許諾した件数 0 0 0 0 

海外に出願した件数 1 0 2 3 

 ※回答者：89 人中 8 人 

 

 

○代表的な出願特許とその状況（追跡アンケート：問 17） 

 代表的な特許とその状況について尋ねたところ、回答者 79 人中 12 人から回答が得られた。

代表的な特許のうち、出願中のものが 36.7％、登録されたものが 25％、審査中のものが 33.3％

となっている。 

 

表 41 代表的な出願特許（件数） 

  
環境研究総合推進費 温暖化対策

技術 
総計 比率(%) 

委託費 補助金：循環 

出願中 2 4 5 11 36.7% 

公開 0 1 1 2 6.7% 

審査中 1 0 2 3 10.0% 

登録 3 4 3 10 33.3% 

実施許諾 0 0 0 0 0.0% 

海外出願中 1 0 2 3 10.0% 

海外公開 0 0 0 0 0.0% 

海外審査中 0 0 0 0 0.0% 

海外登録 0 0 0 0 0.0% 

海外実施許諾 0 0 0 0 0.0% 

その他 0 1 0 1 3.3% 

総計 7 10 13 30 100% 

     ※回答者:89 人中 12 人 

 

 

○研究成果の評価すべき国際貢献の実績（追跡アンケート：問 19） 

研究成果において評価すべき国際貢献の実績として、最も多い回答が「学術論文」（40.5％）

であり、次いで、「規制・標準化」（26.2％）と続く。 
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表 42 課題研究や継続研究で評価すべき主な国際貢献の実績 

  
環境研究総合推進費 温暖化対策 

技術 
総計 比率（%） 

委託費 補助金：循環 

規制・標準化 9 1 1 11 26.2% 

学術論文 10 7 
 

17 40.5% 

途上国支援 
 

3 
 

3 7.1% 

技術移転 3 3 
 

6 14.3% 

その他 
 

5 
 

5 11.9% 

総計 22 19 1 42 100.0% 

 

「その他」の内容については、以下のとおりである。 

 

【その他の内容】 

■環境研究総合推進費（「2.補助金：循環」） 

 海外から受け入れている研修生の研修の一環として、本研究成果を紹介している。 

 地球温暖化対策計画の廃棄物分野に少しでも貢献できることを目標にしている。 

 

○一般市民への情報提供（追跡アンケート：問 20） 

 一般市民への情報提供や啓発活動の実績があるのは、回答者 89人中 53人であった。のべ 140

件の活動実績のうち、「講演・シンポジウム・市民講座」への情報提供が 58.6％と最も多く、

次いで「雑誌・書籍」が 13.6％、「新聞」が 12.9％であった。 

 

表 43 課題研究終了後の課題研究・継続的研究の一般市民への情報提供、啓発活動（件数） 

  
環境研究総合推進費 温暖化対策 

技術 
総計 比率（%） 

委託費 補助金：循環 

新聞 7 9 2 18 12.9% 

テレビ・ラジオ 4 4 1 9 6.4% 

雑誌・書籍 5 11 3 19 13.6% 

講演・シンポジウム・市民講座 49 28 5 82 58.6% 

その他 5 4 3 12 8.6% 

総計 70 56 14 140 100% 

    回答者：89 人中 53 人 
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（１０）事後評価時の指摘事項について（追跡アンケート：問 22） 

研究終了後の展開について、事後評価時の指摘事項が、研究終了後の研究の展開において、有

用なものであったかについての質問を行った。 

事後評価時の指摘事項について、「大いに役だった」、「役に立った」とする回答は、55.7％を占

める。一方で「あまり役に立たなかった」、「全く役に立たなかった」とする回答は 8.8％である。 

 

表 44 事後評価時の指摘事項の有用性（件数） 

  
環境研究総合推進費 温暖化対策 

技術 
総計 比率（%） 

委託費 補助金：循環 

大いに役に立った 
7 3 3 13 

 

14.6% 

 (18.9%) (7.7%) (23.1%) 

役に立った 
14 16 4 34 

 

38.2% 

 (37.8%) (41.0%) (30.8%) 

どちらとも言えない 
11 16 4 31 

 

34.8% 

 (29.7%) (41.0%) (30.8%) 

あまり役に立たなかった 
1 2 0 3 

 

3.4% 

 (2.7%) (5.1%) (0.0%) 

全く役にたたなかった 
2 2 1 5 

 

5.6% 

 (5.4%) (5.1%) (7.7%) 

未記入 
2 0 1 3 

 

3.4% 

 (5.4%) (0.0%) (7.7%) 

総計 37 39 13 89 100.0% 

※資金制度別の％は、総回答数に占める割合。 

 

 

図 17 事後評価の指摘事項について 
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【役に立った理由（大いに役に立った、役に立ったを選択）】 

■環境研究総合推進費（「1.委託費」） 

 適切なコメントが役にたった（7件） 

 外部からの評価という点で役に立った（2件） 

 今後の成果展開等の方向性に関するコメントが得られた（4件） 

 次の研究テーマを考える際のヒントとなった（3件） 

 適正に評価されている部分と、誤解を受けたまま評価や理解の深まりを得られない部分が

あった（1件） 

 

■環境研究総合推進費（「2.補助金：循環」） 

 適切なコメントが役にたった（1件） 

 外部からの評価という点で役に立った （2件） 

 今後の成果展開等の方向性に関するコメントが得られた（5件） 

 次の研究テーマを考える際のヒントとなった（1件） 

 適正に評価されている部分と、誤解を受けたまま評価や理解の深まりを得られない部分が

あった（1件） 

 

■地球温暖化対策技術開発・実証研究事業（「3．温暖化対策技術」） 

 今後の成果展開等の方向性に関するコメントが得られた（2件） 

 その他（1件） 

 

 

【役に立たなかった理由（あまり役に立たなかった,全く役に立たなかったを選択）】 

■環境研究総合推進費（「1.委託費」） 

 適正に評価されている部分と、誤解を受けたまま評価や理解の深まりを得られない部分があった

（3 件） 

 

■環境研究総合推進費（「2.補助金：循環」） 

 適正に評価されている部分と、誤解を受けたまま評価や理解の深まりを得られない部分があった

（3 件） 

 

■地球温暖化対策技術開発・実証研究事業（「3．温暖化対策技術」） 

 適正に評価されている部分と、誤解を受けたまま評価や理解の深まりを得られない部分があった

（1 件） 

 

 

（１１）その他の意見 

その他の意見として、利用された競争的資金制度、もしくは追跡評価に対する意見をいただいた。主な

記載内容は、以下のとおりである。 
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◯競争的資金制度の設計及び利用に係る意見 

■環境研究総合推進費（「1.委託費」） 

 研究期間中の PO の固定化 （1件） 

 研究予算の柔軟な使用（5件） 

 地域の環境研究に資する研究制度があるとよい（1件） 

 展開・実装型研究制度があるとよい（1件） 

 包括的・大局的な評価、先端的研究評価が可能な審査体制の整備・維持が必要（4件） 

 

■環境研究総合推進費（「2.補助金：循環」） 

 PO の研究内容への積極的な支援があるとよい（1件） 

 環境省における研究計画・管理の柔軟性の確保・書類の簡略化による研究推進の効率化が

必要（2件） 

 研究予算の柔軟な使用（1件） 

 展開・実装型研究制度があるとよい（1件） 

 

■地球温暖化対策技術開発・実証研究事業（「3．温暖化対策技術」） 

 環境省における研究計画・管理の柔軟性の確保・書類の簡略化による研究推進の効率化が

必要（1件） 

 

 

◯本追跡評価の意義、回答労務に対する要望等 

■環境研究総合推進費（「1.委託費」） 

 研究終了時の追跡評価の事前周知（研究実績、波及効果に関する必要情報を蓄積するため）

（1件） 

 追跡調査の簡素化（研究終了後の成果について謝辞等から追跡できない）（2件） 

 追跡評価を継続することは適当（2件） 

 

■環境研究総合推進費（「2.補助金：循環」） 

 追跡調査の簡素化（研究終了後の成果について謝辞等から追跡できない）（4件） 

 追跡調査の簡素化・Web 対応（2件） 

 追跡調査実施時期の改善（年末、年度末を避けた実施）（1件） 

 

■地球温暖化対策技術開発・実証研究事業（「3．温暖化対策技術」） 

 追跡調査の簡素化（研究終了後の成果について謝辞等から追跡できない）（1件） 
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１．４ アンケート結果の分析 

 

①成果の展開率 

追跡評価対象課題の成果の展開状況の経年変化を把握するため、環境研究総合推進費（委託費、

補助金）、地球温暖化対策技術開発・実証研究事業の成果の展開率を求めた。成果の展開率は、

アンケート調査において、技術開発型課題は成果の活用状況、研究・調査型課題は環境行政への

反映状況を見たものである。 

追跡評価の過去 3 年間の終了課題別の成果展開率を見ると、環境研究総合推進費のうち、研究・

調査型の課題では、委託費の課題は、平成 23年度終了課題は 53％、平成 24年度終了課題は 43％、

平成 25 年度終了課題は 58％と、研究課題の成果の約半数が環境政策に反映しているとした。補

助金の課題は、平成 23 年度終了課題は 47％、平成 24 年度終了課題は 45％、平成 25 年度終了課

題は 41％と、研究課題の成果の環境政策への反映は低下傾向である。他方、技術開発型の課題で

は、環境研究総合推進費（補助金）、地球温暖化対策技術開発・実証研究事業において、成果の

展開率が増加傾向であり、研究成果の社会実装等の取組みが、平成 23 年度終了課題と比べて、進

展しつつある。なお、環境研究総合推進費（委託費）で実施された技術開発型の課題の成果の展

開率は、平成 23 年度終了課題が 91％、平成 24 年度終了課題が 45％、平成 25年度終了課題が 75％

とばらつきが大きく、引き続き、経年の傾向を把握する必要がある。 

 

 

図 18 成果の展開率 

注 1）追跡アンケートでは、回答者に実施した研究開発課題のタイプを質問している（研究・調査、技術開

発・製品開発）。環境研究総合推進費では、研究・調査とする課題が中心のため、当該課題の成果の展開率

を示した。 

注 2） 
ｎ＝推進費（委託費〈研究・調査〉）：H23 年度終了（19/36 件）、H24 年度終了（15/35 件）、H25 年度終了（19/33 件） 

＝推進費（補助金〈研究・調査〉）：H23 年度終了（9/19 件） 、H24 年度終了（5/11 件） 、H25 年度終了（11/27 件） 

＝推進費（委託費〈技術開発〉） ：H23 年度終了（10/11 件）、H24 年度終了（5/11 件）、H25 年度終了（6/8 件） 

＝推進費（補助金〈技術開発〉） ：H23 年度終了（10/32 件） 、H24 年度終了（13/17 件）、H25 年度終了（13/20 件） 

＝温暖化対策技術〈技術開発〉  ：H23 年度終了（7/11 件） 、H24 年度終了（15/17 件）、H25 年度終了（10/13 件） 
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②事後評価別の成果展開率（政策反映率、環境保全貢献率） 

個別調査の選定にあたり、事後評価点の高い課題を選定指標の一つとしている。各回答課題に、

事後評価カテゴリー（A、B、C）を設け、資金制度別に、事後評価と成果展開のギャップの有無を

確認した。なお、地球温暖化対策技術開発・実証研究事業については、事後評価が推進費の「SABC」

型ではなく、得点型となっているため、各年度の事後評価の平均を踏まえ、上位から 1/3 ごとに

課題を振り分け、推進費の評価点と整合を図った。 

 

  ◆環境研究総合推進費（S、A、B、C） 

  ◆地球温暖化対策技術開発・実証研究事業（10 点） 

   ※環境研究総合推進費の「S、A」→「A」とした。 

   ※地球温暖化対策技術開発・実証研究事業の事後評価点から、上位 1/3＝A、中位 1/3＝B、

下位 1/3＝C とした。 

 

技術開発・製品開発型の課題について、環境研究総合推進費のうち、委託費の課題では、事後

評価の高い課題ほど、その後も引き続き、成果を活用している傾向が見られた。また、環境研究

総合推進費のうち、補助金の課題では、本年度の調査対象課題については、事後評価が平均的な

課題の成果の活用が多く見られた。地球温暖化対策技術開発・実証研究事業では、本年度の対象

課題は、事後評価時に一定の評価が得られた課題の多くが成果の活用につながった。 

 

  

 

 

図 19 事後評価別成果の展開率（技術開発・製品開発型課題の成果の活用） 

注）委託費：【H23 年度終了】n=A（12/36）,B（7/36）,C（0/36） 

【H24 年度終了】n=A（14/36）,B（1/36）,C（0/36） 

【H25 年度終了】n=A（16/33）,B（3/33）,C（0/33） 

  補助金：【H23 年度終了】n=A（4/19）,B（5/19）,C（0/19） 

【H24 年度終了】n=A（2/11）,B（3/11）,C（0/11） 

【H25 年度終了】n=A（16/27）,B（3/27）,C（0/27） 
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研究・調査型課題の課題では、環境研究総合推進費の委託費、補助金の課題の双方において、

事後評価結果が高いほど、行政への反映が高い傾向になっている。 

 

  

図 20 事後評価別成果の展開率（研究・調査型課題の成果の環境行政への反映） 

注）委託費：    【H23 年度終了】n=A（6/11）,B（4/11）,C（0/11） 

【H24 年度終了】n=A（3/11）,B（2/11）,C（0/11） 

【H25 年度終了】n=A（5/8）,B（1/8）,C（0/8） 

  補助金：    【H23 年度終了】n=A（6/32）,B（7/32）,C（0/32） 

【H24 年度終了】n=A（6/17）,B（4/17）,C（0/17） 

【H25 年度終了】n=A（4/22）,B（9/22）,C（2/22） 

温暖化対策技術：【H23 年度終了】n=A（2/11）,B（3/11）,C（2/11） 

【H24 年度終了】n=A（5/24）,B（8/24）,C（2/24） 

【H25 年度終了】n=A（4/13）,B（4/13）,C（2/13） 
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参考２ 個別調査結果 
 

平成 27 年度においては、研究開発課題終了以降に特徴的な成果の活用が実現されたり、環境

行政や環境保全への成果の反映がなされたりした事例をアンケート調査の結果から抽出し、それ

らが実現した要因と環境省競争的資金制度の関係性を探ることを目的として、個別調査を実施し

た。 

 

２．１ 個別調査対象課題の選定 

個別調査対象課題の選定にあたっては、第 1 回追跡評価委員会までに回答のあった 79 課題につ

いて、回収されたアンケートから、『研究成果の活用（実用化）』、『環境行政への反映』、『環境保

全への貢献』の項目に具体的な内容が記載されている研究開発課題をリストアップし、それぞれ

について、『環境省に必要な取組』と『研究者に必要な努力』等の記載内容を追加し、事後評価結

果も含めまとめた。 

これらの候補課題について、事後評価点等も鑑み、研究成果の活用状況、環境行政や環境保全

への反映等の視点から研究代表者に対してインタビュー（個別調査）を実施する必要性がある課

題を、計 7 課題を選定した。候補課題として選定された課題代表者（あるいは連絡者）にインタ

ビューを行った。 

 

表 45 個別調査対象課題（平成 25 年度終了課題） 

資金制度 課題 研究代表者 
研究費 

（千円） 

事

後

評

価 

分

野 

*1 

成

果

活

用 

行

政

反

映 

保

全

貢

献 

研

究

継

続

性 

国

際

貢

献 

*2 

環境研究 

総合推進費 

アジア低炭素社会に向けた中長期的

政策オプションの立案・予測・評価手

法の開発とその普及に関する総合的

研究 

甲斐沼 美紀子 

（国研）国立環境研

究所 

1,268,153 A 
研

究 
 ◎ ○ × 

研

究 

環境研究 

総合推進費 

東アジアにおける広域大気汚染の解

明と温暖化対策との共便益を考慮し

た大気環境管理の推進に関する総

合的研究 

秋元 肇 

(一財)日本環境衛生

センター 

768,139 A 
研

究 
 ◎ ◎ ○ - 

環境研究 

総合推進費 

地球温暖化対策としてのブラックカー

ボン削減の有効性の評価 

近藤  豊 

東京大学  
192,137 A 

研

究 
 ◎ ◎ ○ 

規

制 

環境研究 

総合推進費 

外来動物の根絶を目指した総合的防

除手法の開発 

五箇 公一 

（国研）国立環境研

究所  

152,727 A 
両

方 
◎ ◎ ◎ ○ 

規

制 

環境研究 

総合推進費 

解体現場のアスベストリスクに対応す

る特異的バイオプローブの創成と迅

速検出への応用 

黒田  章夫 

広島大学   
97,730 S 

技

術

開

発 

◎   ◎ - 

環境研究 

総合推進費 

（循環） 

新燃焼方式を採用した高性能・低コ

スト型ストーカ炉の開発 

中山 剛 

JFE エンジニアリング

㈱ 

68,534 A 

技

術

開

発 

○   × - 
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資金制度 課題 研究代表者 
研究費 

（千円） 

事

後

評

価 

分

野 

*1 

成

果

活

用 

行

政

反

映 

保

全

貢

献 

研

究

継

続

性 

国

際

貢

献 

*2 

地球温暖化

対策技術開

発・実証研

究事業 

空港における待ち時間解消のための

革新的旅客・手荷物システムに関す

る技術開発 

細江 克治 

株式会社デンソーコ

ミュニケーションズ 

146,387 7.1 
両

方 
○ 

不

明 
○ ○ 

規

制 

*1 課題研究の分野：技術開発＝製品・技術開発分野、研究＝研究・調査分野、両方＝左記の両方 

*2 国際貢献：研究＝国際共同研究、規制＝規制・標準、技術＝技術移転、途上国＝途上国支援、その他 
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２．２ 個別調査の結果 

個別調査を実施した各課題について、研究概要、アンケート調査の結果概要、個別調査（イン

タビュー調査）の結果概要を以下に示す。 

 

（１）アジア低炭素社会に向けた中長期的政策オプションの立案・予測・評価手法の開発とその

普及に関する総合的研究 

 

・競争的研究資金制度：環境研究総合推進費（戦略的研究開発領域） 

・研究代表者 ： 甲斐沼 美紀子（独立行政法人国立環境研究所） 

・研究期間 ： 平成 21 年度から平成 25年度まで（5年間） 

・研究費総額 ： 1,268,153 千円 

・事後評価  ： A（S～D の 5 段階評価） 

 

①研究概要 

本研究では、経済発展の著しいアジアの発展途上国を対象に、これまでに開発してきた統合評

価モデルを適用し、低炭素社会の実現とともに経済発展など様々な課題をあわせて解決する中長

期的な将来シナリオを描き、さらにその実現に向けた対策を検討、評価することを目的とした。 

具体的には、テーマ 1（低炭素シナリオ開発）において、アジア各国を対象に、各国の経済発

展や各国が抱える個々の環境問題の解決に加え、低炭素社会の実現を統合する将来ビジョンを作

成するとともに、その実現に向けた対策、道筋の検討と評価をバックキャストの手法を用いて定

量的に行った。定量化にあたっては、各国のみを対象とするのではなく、各国間の関係も視野に

入れた分析を行うために、世界モデル、国モデル、地域モデル、都市モデルなど、多岐にわたる

モデルを用いて低炭素社会実現に向けたシナリオを構築した。テーマ 2（低炭素発展の可能性）

においては、ⅰ）低炭素社会の基盤となる各国発展の道筋に影響を与える国内・国際要因、ⅱ）

リープフロッグ型発展（従来型と異なり炭素排出の少ない発展）における技術・制度的な推進要

因や障害要因、ⅲ）アジア的特質・価値観の役割、ⅳ）アジアにおける国全体の都市化と個別都

市（メガシティ）の発展プロセス、ⅴ）国全体の都市化と CO2排出量・エネルギー消費量の関係、

ⅵ）都市への住民移転によるエネルギーの消費構造変化、ⅶ）都市の責任排出などについて、現

地調査、文献調査、モデルを用いた定量的分析により明らかにした。テーマ 3（低炭素ガバナン

ス）においては、世界及びアジアにおいて低炭素社会を確立していくための中長期的国際制度の

あり方を提示し、その実現のための具体的政策オプションを提案するため、低炭素技術移転や普

及を行うための国際制度及びこれを支える資金メカニズムのあり方や、アジア地域における気候

変動制度の構造化のあり方についてアジアにおける新興国の事例研究を踏まえて政治的現実を踏

まえた制度設計提案を行った。テーマ 4（資源消費から見た低炭素化）においては、アジア諸国

の経済発展に伴う社会基盤の整備、耐久消費財の普及、消費財の消費拡大、あるいは低炭素化技

術の普及等の想定に基づいて、今後の資源需要量と素材生産に係る GHG 排出量の推計を行うとと

もに、こうした資源の需給バランスや資源の効率的・循環的利用による低炭素化のポテンシャル、

需給ギャップ解消のポテンシャルについて検討した。テーマ 5（低炭素交通）においては、2050

年におけるアジア低炭素社会実現のための具体的な交通体系のビジョン及びその実現に向けた施

策ロードマップ提示した。分析のスケールとしては、人々の生活を支える都市内交通システムの

低炭素化の分析と、より大きいスケールで都市間・国間の経済取引を支える地域間交通システム
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の低炭素化の分析とで研究を行った。 

 

＜主な環境政策への貢献＞ 

各国の排出削減目標に関して、2020 年目標が議論されていた時期に、衡平性の観点から網羅的

な調査を行い、また、京都議定書の約束期間のような概念と、2020 年単年目標という概念の違い

によって、実際の排出パスが異なってくることを示した。また、耐久財・耐久消費財・消費財の

製品需要量から炭素排出量の大きい鉄鋼材、セメント、紙・板紙の需要量とその生産に伴って排

出される CO2 排出量を推計可能な物質フロー・ストックモデルを構築した。 

また、アジア各国の政策担当者や研究者を対象としたトレーニングワークショップを実施した

ほか、各国で既にとられている様々な取り組みを共有することで、低炭素社会の実現に向けて、

取り得る施策を各国自ら検討し、評価、導入することが可能となると考えている。 

 

②現在までの研究の流れ 

 

 

③アンケート調査結果 

1)課題研究について 

a)課題研究の分野：環境研究・調査分野(社会科学分野を含む) 

b)課題研究の意義や成果のアピール 

競争的資金を活用することにより、複数の研究機関との共同研究が可能となり、種々の側面

から低炭素社会実現のための対策を検討することができた。 

研究実施前 研究実施中 研究実施後

研
究
資
金

主
な
取
り
組
み
・
行
政
反
映
含
む

• 中期目標策定（2009年）への資料提供
• 中環審・地球環境部会・中⾧期ロード

マップ小委員会への資料提供
• 環境省「2013年以降の対策・施策に関す

る検討小委員会」への提供資料

• IPCC第5次評価報告書にて引用
（2014年）
*第3作業部会の第6章「Assessing 
Transformation Pathways」で引用

• マレーシア・イスカンダル開発特区
における低炭素計画「ブループリン
ト」にて引用（2012年）…JST地球
規模課題対応国際科学技術協力プロ
グラム（SATREPS）の活用

主
な
成
果

• 低炭素社会国際研究ネットワーク（LCS-
RNet）の継続的な活動

• AIMワークショップとの連携

• IPCC「1.5℃に関する特別報告書」
に貢献予定（2017年－2018年）

• 日仏国際共同研究（2016年から3カ
年:日仏の低炭素社会実現のための
シナリオ分析）

環境研究総合推進費（H16-20）
「脱温暖化社会に向けた中⾧期的政策オ
プションの多面的かつ総合的な評価・予
測・立案手法の確立に関する総合研究プ

ロジェクト」

環境研究総合推進費（H21-25）
「アジア低炭素社会に向けた中⾧期的政
策オプションの立案・予測・評価手法の
開発とその普及に関する総合的研究」

環境研究総合推進費（H26-28）
「わが国を中心とした温室効果ガスの
⾧期削減目標に対応する緩和策の評価

に関する研究」

環境研究総合推進費（H26-30）
「SLCPの環境影響評価と削減パスの
探索による気候変動対策の推進」
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c)課題研究の参画者数：-人 

 

2)課題研究の成果の活用状況について 

a)研究成果の環境行政への反映状況（見込みを含む） 

反映の種類 反映時期（年） 具体的内容 

国際（報告書） 2012 年 マレーシア・イスカンダル開発特区における低炭

素計画ブループリントにて成果が引用された。  

国際（報告書） 2014 年 IPCC 第 5 次評価報告書で引用された。 

 

b)成果の環境保全への貢献の状況（見込みを含む） 

貢献の種類 貢献時期（年） 具体的内容 

低炭素社会の構築 2014 年～ 
本研究の成果はアジア各国における低炭素社会

構築のための政策提案、政策評価に役だった。 

 

d）成果活用のための環境省の取組や努力について 

研究成果が環境行政への反映、環境保全に役立つための環境省の必要な取組み 

・環境行政における科学技術的な知見の活用 

・人材育成を含めた研究に対する継続的な支援 

 

研究成果が環境行政への反映、環境保全に役立つための研究者としての努力 

・環境政策立案及び政策の実施への貢献 

・諸外国との環境政策や研究開発の協力関係の構築 

 

3)課題研究終了後の展開状況について 

a)課題研究の展開状況 

継続的研究の実施状況 実施できた理由／中止、終了した理由 

課題研究終了後、研究を中止・終了した 当初の目的、目標を達成した 

 

b)課題研究終了時と現時点の研究ステージ 

       
基礎研究/基礎調

査等の段階 

目的基礎研究など

中間段階 

応用/実用化など

の中間段階 

モデル・技術・社会

システム等の普及

／製品開発の段階 

課題研究終了時 
 

  ◎   

現時点   
 

◎ 
 

 

c）競争的資金の活用による研究開発の進展への寄与（資金を得なかった場合と資金を得た現在の

評価） 
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4)課題研究や関連する継続的な研究の実績や波及効果について 

a)論文等の実績 

   
論文件数 

総説・解

説 

口頭発

表等 

招待講演

等 
受賞 その他 

査読あり 
内、クレジッ

ト記入件数    

国内 12 件 － 件 － 件 10 件 － 件 － 件 － 件 

海外 － 件 － 件 － 件 11 件 8 件 － 件 － 件 

       
＊クレジット件数：本競争的研究資金による研究成果であることを明記した論文の件数 

 

b)知的基盤の強化につながる活動実績 

事例 具体的内容 

－ － 

 

c)課題研究終了後の特許出願件数と現在の状況 

出 願 審査中 登 録 取り下げ 実施許諾 海外出願 

0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

 

d)課題研究や継続的研究に関連した一般市民への情報提供、啓発活動の実績 

活動の媒体等 時期 具体的内容、件数など 

― ― ― 

 

 

 

 

0

1

2

3

4
研究開発課題の克服

研究コミュニティ形

成

産学官連携等人材育成

研究活動の国際展開

資金がなかった場合の現状 資金を得たことによる現在の評価
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⑤インタビュー調査結果 

１．研究開発の状況 

・ 本研究に関連する取組みとして「低炭素社会国際研究ネットワーク（LCS-RNet）」（環境省委

託）の活動を継続している。LCS-RNet は、2008 年の G8 環境大臣会合の場で、研究－研究、

研究－政策をつなぐ活動を担うものとして設立されたもので、2016 年の第 8 回年次会合はドイ

ツのヴッパタールで開催した。ネットワークを通じて、気候変動枠組条約締約国会議（COP）に

資料を提供する等、シナリオ研究を推進していく方向である。 

・ 環境行政への反映については、昨年の IPCC の総会で決定し、2018 年に公表される予定であ

る「1.5℃に関する特別報告書」において、第 1 章のフレーミングを担当し、S-6 でのシナリオ開

発の経験をもとに、貢献する予定である。また、環境研究総合推進費 S-14「気候変動の緩和

策と適応策の統合的戦略研究」の研究者と協力して進める予定である。 

今後の研究展開として、エネルギーだけではなく、マテリアルフローの考えも取り入れ

たモデル構築を行っている。また、COP21 の際に日仏の環境大臣間で署名された、2016

年から 3 年計画で実施が予定されているシナリオ分析に関する日仏国際共同研究でも

S-6 で開発されたモデルを中心に適用される予定である。また本シナリオ研究では、S-6

で作成した政策リストが活用される予定である。 

 

２．成果の活用（取組み状況、解決すべき課題、今後の見通し等） 

［成果の活用］ 

・ マレーシア・イスカンダル開発特区の「低炭素計画ブループリント」に引用された成果は、（国

研）科学技術振興機構が実施している「地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム

（SATREPS）」を活用し実施したもので、本研究や S-3 の研究で構築したモデル開発を応用し

たものである。 

・ 本研究の成果は、IPCC の第 5 次評価報告書・第 3 作業部会の第 6 章「Assessing 

Transformation Pathways」で引用された。AIMモデルを活用したシナリオはRCPの代表的シナ

リオの一つとして採用された。 

 

［成果創出に向けた改善要素］ 

・ 環境政策に資する競争的資金として、理想的には海外の研究者と共同研究が実施可能な枠

組みがあるとよい。環境研究総合推進費では、海外の研究者を招聘することは可能であるもの

の、共同研究費としての支出は認められていない。現在のところ、海外の研究者と共同で環境

研究活動を行う場合は、「地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（SATREPS）」や国

立環境研究所の運営費交付金、大学機関の関連研究費（大学機関所属の研究者の場合）等

を利用して資金を工面している。環境研究総合推進費のみで実施しようとした場合は資金の

利用面で難しい。海外の研究機関に所属するポスドクと共同することができない。SATREPS を

活用した研究においても、資金の利用面で制約もあり、例えば、マレーシアの研究者が研究会

合のため、同国内を移動した交通費は計上できない等のケースがある。環境政策に資する研

究費として、アジアに研究を展開していくための方策を考慮いただくとよい。 
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［支援策／研究者の取組み］ 

・ 若手行政官は、シナリオに関わる国際的な会合に積極的に参加し、国際動向を踏まえた研究

テーマを設定して欲しい。ローテーションの問題もあるが、米国の DOE、EPA の行政官は国際

的な研究会合に積極的に参加している。1994 年に、ハワイで気候変動統合評価モデルに関

する日米ワークショップが開催された。当該ワークショップには、シナリオ研究に関わる研究者

が多数参加した。そこで統合評価に関するワークショップを継続して開催することが決まり、翌

年から現在まで米国スノーマスで統合評価に関するワークショップが継続し、米国の行政官な

ども参加して最新の研究テーマなどについて議論している。環境省が環境研究に関する課題

設定を行うにあたり、このような機会を活用することも重要である。IPCCの第4 次評価報告書で

は、米国の EPA の行政官がシナリオ執筆者の一人として参加している。 

 

３．評価について／競争的資金制度の果たした役割／競争的資金について 

［評価について］ 

・ 中間評価の指摘を踏まえ、サブテーマの組み換えを行い、「アジアを対象とした低炭素社会実

現のためのシナリオ開発」の充実化を図った。 

・ 研究実施にあたっては、予算や報告書などに関して、PO に適切な助言いただいた。 

 

［競争的資金制度の果たした役割：人材育成、データ構築］ 

・ 本研究では、ポスドクを雇用することができたことと、招聘旅費等を活用して AIM 国際ワークシ

ョップ、AIM トレーニングワークショップ等を開催することができたことが役に立った。また、デー

タ収集、モデル構築にあたり、シンクタンク（研究分担者）にデータ収集の支援をいただき、デ

ータのアップデートを図ることができたことがあげられる。 

 

４．その他 

［アジアとの国際共同研究の動向］ 

国際共同研究のための研究資金については、EU では、アジア等の新興国、途上国の研究者

との共同研究について研究費の支出を可能としている。日本においても共同研究費が活用で

きることが望ましい。 
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（２）東アジアにおける広域大気汚染の解明と温暖化対策との共便益を考慮した大気環境管理の

推進に関する総合的研究 

 

・競争的研究資金制度：環境研究総合推進費（戦略的研究開発領域） 

・研究代表者 ： 秋元 肇（一般財団法人日本環境衛生センター） 

・研究期間  ： 平成 21 年度から平成 25年度まで（5年間） 

・研究費総額 ： 768,139 千円 

・事後評価 ： A（S～D の 5 段階評価） 

 

①研究概要 

近年、経済発展が著しい東アジア地域においてはエネルギー需要が急増し、オゾン・エアロゾ

ルの前駆体物質である窒素酸化物、揮発性有機化合物等、さらには二酸化炭素等の温室効果ガス

の排出量が急増している。この結果が、オゾン・エアロゾルの我が国への越境輸送、半球規模で

のバックグラウンド汚染の増加に加え、地球規模での温室効果ガスの増大に寄与していると考え

られている。 

本研究では、わが国におけるオゾン・エアロゾル汚染に関し、東アジアの広域汚染及び半球規

模汚染からの長距離輸送による寄与を定量化した。更に科学的知見をベースに越境大気汚染及び

地球温暖化防止に効果的な共便益(コベネフィット)を考慮した東アジア地域大気汚染物質削減シ

ナリオを開発し、その実現への国際的な合意形成に向けた道筋について研究した。 

 

○数値モデルと観測を総合した東アジア・半球規模のオゾン・エアロゾル汚染に関する研究 

○東アジアにおける排出インベントリの高精度化と大気汚染物質削減シナリオの策定 

○東アジアの大気汚染対策促進に向けた国際枠組とコベネフィットアプローチに関する研究 

 

＜主な環境政策への貢献＞ 

本研究による地域協力の枠組み提案は、大気環境管理の議論に関し世界条約の問題点を明らか

にし、環境省の東アジア大気環境政策に対し、アジア等の地域協力の枠組みを検討することが適

切との明確な方向性を与えた。本研究では、東アジアで科学的な知見を基礎にした地域大気環境

政策を進めるため、東アジアにおける科学者の認識共同体を形成することが中・長期的に極めて

重要であると指摘し、そのための具体的なステップとしてアジアの科学者によるハイレベル会合

の開催を提唱した。これらの提案は、環境省の平成 26年度予算に反映され、UNEP 及びクリーン・

エア・アジアとの国際協力の中に組み込まれた。環境省における CCAC(Climate and Clean Air 

Coalition to Reduce Short-Lived Climate Pollutants)に関する政策形成に際し、本研究による

SLCP 研究の成果は、政策決定の基礎となる科学的情報を提供した。 

アジアにおける大気汚染の新たな枠組みに関する提案は、UNEP による「アジア太平洋地域の大

気に関する準地域会合」等で今後議論されることが UNEP と合意された。 
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②現在までの研究の流れ 

 

 

③アンケート調査結果 

1)課題研究について 

a)課題研究の分野：環境研究・調査分野 

b)課題研究の意義や成果のアピール 

わが国におけるオゾン・エアロゾル汚染に関し、東アジアの広域汚染及び半球規模汚染から

の長距離輸送による寄与を定量化した。更に科学的知見をベースに越境大気汚染及び地球温暖

化防止に効果的な共便益(コベネフィット)を考慮した東アジア地域大気汚染物質削減シナリオ

を開発し、その実現への国際的な合意形成に向けた道筋について研究した。 

c)課題研究の参画者数：20 人 

 

2)課題研究の成果の活用状況について 

a)研究成果の環境行政への反映状況（見込みを含む） 

反映の種類 反映時期（年） 具体的内容 

国 

（報告書） 

2014 年 越境大気汚染・酸性雨対策検討会報告書への記

載 

国際 

（法令・条例・ガイドライン） 

2015 年 環 境 省 の 委 託 資 金 に よ り 、 UNEP.ROAP が

APCAP (Asia Pacific Clean Air Partnership)を立ち

上げ、その下に本推進費で提言した ASPAQ(Asia 

Science Panel for Air Quality)が Science Panel とし

研究実施前 研究実施中 研究実施後

研
究
資
金

主
な
取
り
組
み
（
行
政
反
映
含
む
）

• 環境省のCCAC(Climate and Clean Air 
Coalition to Reduce Short-Lived 
Climate Pollutants)に関する政策形成に
向けた科学的情報の提供
• SLCP研究の成果

• 日中韓三カ国環境大臣会合（TEMM）へ
の情報提供
• 日中韓光化学オキシダント科学研究

ワークショップへの研究成果の提供
• 環境省・中央環境審議会・微小粒子状物

質等専門委員会でのPM2.5対策の検討へ
の情報提供

• APCAP (Asia Pacific Clean Air 
Partnership)の立ち上げ（2015年）
• UNEP.ROAPが環境省の委託資金を

受けて立ち上げ、Science Panel 
(Asia Science Panel for Air 
Quality)が設立された。

• 中央環境審議会・微小粒子状物質等
専門委員会（2014年3月12日資料）
• 我が国の地域別PM2.5に対する越

境大気汚染・国内汚染の寄与率が
明らかとなった。

• 越境大気汚染・酸性雨対策検討会報
告書への記載

主
な
成
果

• IPCC第5次報告書に向けたACCMIPや
CCMIへ参加（本課題のCHASER-
SPRINTARSモデルによる実験結果が
IPCC第5次評価報告書に採用）

環境研究総合推進費（H21-25）
「東アジアにおける広域大気汚染の解明
と温暖化対策との共便益を考慮した大気
環境管理の推進に関する総合的研究」

環境研究総合推進費（H26-30）
「SLCPの環境影響評価と削減パスの
探索による気候変動対策の推進」
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反映の種類 反映時期（年） 具体的内容 

て設立された。 

 

b)成果の環境保全への貢献の状況（見込みを含む） 

貢献の種類 貢献時期（年） 具体的内容 

安全確保 2014 年 

我が国の地域別 PM2.5 に対する越境大気汚染・

国内汚染の寄与率が明らかとなった平成 26 年 3

月 12 日 中央環境審議会・微小粒子状物質等専

門委員会参考資料) 

 

c）成果活用のための環境省の取組や努力について 

研究成果が環境行政への反映、環境保全に役立つための環境省の必要な取組み 

条約等の国際的な取組み、国際交渉等への科学技術的な知見の活用／潜在的な環境リスク要

因の分析に基づく政策形成／環境行政の推進に当たり必要とされる計測・分析技術の開発・高

度化への支援／各種審議会・検討会等における提言案等／諸外国との環境政策や研究開発

の協力関係の構築等があげられる。 

 

研究成果が環境行政への反映、環境保全に役立つための研究者としての努力 

条約等の国際的な取組み、国際交渉等への科学技術的な側面からの支援／潜在的な環境リス

ク要因の分析／環境行政の推進に当たり必要とされる計測・分析技術の開発・高度化／各種審

議会・検討会等における指摘事項への対応／諸外国との環境政策や研究開発の協力関係の

構築等があげられる。 

 

 

3)課題研究終了後の展開状況について 

a)課題研究の展開状況 

継続的研究の実施状況 実施できた理由／中止、終了した理由 

課題研究から派生･発展した研究を実施してい

る 

SLCP co-control Policy 関して，S-12 で継続

研究が行われている．S-7 ではアジアにおける

SLCP co-control Policy の基本的考え方・ガイ

ドラインを提示し，S-12 では具体的な SLCP シ

ナリオの作成を行っている． 

 

b)課題研究終了時と現時点の研究ステージ 

       
基礎研究/基礎調

査等の段階 

目的基礎研究など

中間段階 

応用/実用化など

の中間段階 

モデル・技術・社会

システム等の普及

／製品開発の段階 

課題研究終了時   ◎ 
 

  

現時点     ◎ 
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c）競争的資金の活用による研究開発の進展への寄与（資金を得なかった場合と資金を得た現在の

評価） 

 

 

 

 

4)課題研究や関連する継続的な研究の実績や波及効果について 

a)論文等の実績 

   
論文件数 

総説・解

説 

口頭発

表等 

招待講演

等 
受賞 その他 

査読あり 
内、クレジッ

ト記入件数    

国内 － 件 － 件 － 件 － 件 － 件 － 件 － 件 

海外 － 件 － 件 － 件 － 件 － 件 － 件 － 件 

       
＊クレジット件数：本競争的研究資金による研究成果であることを明記した論文の件数 

 

b)知的基盤の強化につながる活動実績 

事例 具体的内容 

－ － 

 

c)課題研究終了後の特許出願件数と現在の状況 

出 願 審査中 登 録 取り下げ 実施許諾 海外出願 

0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

 

d)課題研究や継続的研究に関連した一般市民への情報提供、啓発活動の実績 

活動の媒体等 時期 具体的内容、件数など 

－ － － 

0

1

2

3

4

5
研究開発課題の克服

研究コミュニティ形
成

産学官連携等人材育成

研究活動の国際展開

資金がなかった場合の現状 資金を得たことによる現在の評価
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④インタビュー調査結果 

１．研究開発の状況 

・ APCA のもとに Science Panel を 2015 年に立ち上げ、大気科学に関するアジアの科学者コミュ

ニティを構築した。 

・ 本研究のサブテーマで実施した研究が、環境研究総合推進費の S-12「SLCP の環境影響評

価と削減パスの探索による気候変動対策の推進」として展開されている。 

 

２．成果の活用（取組み状況、解決すべき課題、今後の見通し等） 

［成果の活用］ 

・ APCAP の枠組みは、科学パネル、共同合同フォーラム、地域アセスメント報告書からなる。共

同合同フォーラムは、アジアの行政官による情報交換の場として位置づけている。これらの取

組みに、環境省が最初の 5 年間支援を行うとともに、UNEP.ROAP が主宰している。2015 年に

立ち上げ会合（メンバーは12～15名程度）を開催し、Policy Briefの発行等が決定されている。

国際的なパネルを実現するには、特定の国の資金支援による枠組みでは多国間の協力を得

ることはできず、UNEP 等の中立的な組織を加えた体制を構築する必要がある。「環境政策に

資する…」とした場合、ここまでの枠組みを考える必要がある。ASPAC の下の Science Panel

は、IPCC の小型版として発展できればと考えている。 

 

［成果創出の促進要因］ 

・ 科学－政策の一体化を継続するには、行政側の関わりも重要である。本研究では、中間評価

において、環境省の担当者も関与すべきと示され、行政側から、本研究の目標が提示され、政

策との連携がよく図られた。これは、中間評価時に指摘があったため、実現したことで、稀な機

会であった。研究を推進する上で有効であったことから、制度的に担保した方がよい。 

・ 戦略的研究開発領域は、研究期間が 5 年と悪くないが、プロジェクト・マネジメントの経験から、

期間として中途半端かもしれない。5 年の研究期間であれば 6 年、3 年の研究期間であれば 4

年あると、論文として成果を見届けることができるかもしれない。また、研究期間の延長でなくて

も、事後評価等で優れた研究については、実装支援のための支援制度等もあってもよい。 

［成果創出の阻害要因］ 

・ 環境研究は、予算の執行時期を逃すと研究を進めることができないことが多い。例えば、越境

汚染の研究では春が研究試料を収集する上で重要な時期であるが、予算の前倒し執行が 6

月に行われた場合でも、時機を逃していることが多かった。 

 

３．評価／競争的資金制度の果たした役割／競争的資金について 

［評価について］ 

・ 中間評価の実施時期が研究を実質的に開始し、1 年半後に行われる。文理融合型研究の場

合、自然科学と社会科学の研究者間の対話に時間を要するため、対話の機会が遅延すると、

十分な会合を持てないまま、評価時期を迎える。中間評価時期は再考した方がよい。 
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［PD、PO への期待：国際的な潮流を踏まえた助言］ 

・ PD、PO の関わりは、予算執行や計画に関する助言が中心であり、文理融合型研究をどのよう

に推進するか等の助言はあまりなかった。PD、PO には、海外の国際学会等で環境政策に係

る研究動向を把握した上で、重要研究課題、参画研究者の国際的位置づけを踏まえた助言

が期待されるところである。 

 

［競争的資金制度への期待］ 

・ 海外研究者に研究費を配分することは米国、中国でも難しいことである。本研究では、フィー

ルド観測を実施したため、共同研究者が装置を持ち寄ることで実施できた面がある。共同研究

では、日本だけが資金を拠出すればよいかという問題もあるので、一概に、海外研究者に研究

費を配分して研究推進するとは言えない。他方、JST と JICA が実施している SATREPS のよう

な枠組みは、環境省＋JICA で考えてもよいのではないか。大気科学研究は、中国が潤沢な研

究資金を持っており、中国の研究者も良い成果を創出している。論文の質量ともに、中国の研

究者に抜かれており、中国ではさらなる質の向上を図るため、米国の研究機関、研究者との連

携を図り、国際的にハイレベルになっている。 

 

４．その他 

［環境省に期待する施策等：文理融合型研究の推進］ 

・ 本研究は、行政の中でも大気局、地球局の両方に関わるテーマであった。研究の立ち上げに

あたっては、行政の関わりもあった。その後、事務的な引き継ぎはあるが、研究への関与は低

下していった。環境省において、政策に資する研究を推進することに対する哲学を継承して欲

しい。実際に、S-12 の研究課題では、サブテーマに社会科学系の研究テーマが含まれていな

い。社会科学を巻き込んだ研究の推進は、PD の考え方に大きく依存する。文理融合型研究

は、海外においても試行錯誤しながら推進しているところである。 

 

［環境政策に資する研究について］ 

・ 行政に資する研究の成果とは何か。行政に対して、中国の環境に関する資料を提示するだけ

では満足してもらえない。Science panel を提案する等、具体的な成果につながるものを提示す

る必要がある。本研究では、アジアの科学者コミュニティ内の合意を図る機能として、ASPAC

（Asia Science Panel for Air and Climate）を構築した。 
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（３）地球温暖化対策としてのブラックカーボン削減の有効性の評価 

 

・競争的研究資金制度：環境研究総合推進費（脱温暖化社会） 

・研究代表者 ： 近藤 豊（東京大学） 

・研究期間   ： 平成 23 年度から平成 25年度まで（3年間） 

・研究費総額 ： 192,137 千円 

・事後評価 ： A（S～D の 5 段階評価） 

 

①研究概要 

IPCC 第 4次報告書において、ブラックカーボン（ＢＣ）微粒子（エアロゾル）は CO2 の約 1/3 の

正の放射強制力を持つと推定されている。2009 年の COP-15 のコペンハーゲンの合意に従い 21世

紀中の全球平均気温の温度上昇を 2°C以下に抑えるためには、放射強制力を 2.5 W/m2 以下に抑

える必要があり、そのためには CO2 の排出量を 2050 年までに 50%近く削減する必要があることが

炭素循環モデルと放射収支の計算から見積もられている。さらに、大気汚染対策の結果として、

負の放射強制力をもつエアロゾル（硫酸塩、硝酸塩、有機物等）の濃度が低下し、エアロゾルの

日傘効果の減少により温暖化が加速する。このため大きな正の放射強制力を持ち、大気中での寿

命が 2週間程度と短いＢＣを削減することが、有効な対策の可能性として注目されている。 

アジア域は人為起源ＢＣの最大の発生源である。アジアでのＢＣ削減はアジアの放射強制力の

抑制とともに、グローバルな温暖化抑制にも貢献できる可能性がある。アジアの領域的な気候変

動は社会的・経済的な影響が極めて大きい。実際に国連環境計画（UNEP）の ABC（Atmospheric Brown 

Cloud）プロジェクトでは、アジア域の国際的なＢＣ観測と、その放射・気候・水循環への影響の

解明に向けて活動を開始している。これまで ABC に貢献するとともに、BCをはじめとするエアロ

ゾルの観測と数値モデル研究で世界をリードしてきてきた。その経験と知見の集積を基盤に、BC

削減効果を科学的に評価するという本研究計画の提案に至った。アジアの BC の動態把握ＢＣとそ

の削減効果の推定に関わる研究は、日本が果たすべき国際貢献であり、またそのような基礎的な

科学研究は今後の政策立案のために必ず必要となる知見である。 

本研究は、地球温暖化対策としてのＢＣエアロゾル削減の有効性を評価することである。すな

わち、各種の排出源から排出される BCや他の人為起源物質の排出量を削減した場合、アジアやグ

ローバルスケールにおいて、放射強制力、気温、降水量がどのように変化するのか、直接・間接

効果を含めて総合的に評価することである。各種の排出源シナリオに基づき、10年から 100 年ス

ケールでの削減効果を評価する。さらに、健康や農業生産など各種の影響評価に資するように、

アジア域でのモデル計算結果（地表気温、日射量、降水量の月平均値など）を一般に公開した。 

 

１）革新的測定技術によりＢＣや他のエアロゾル成分の数・質量濃度、粒径、混合状態など、

これまで観測されてこなかった物理量を含めて地上・航空機観測を実施し、その実態を把

握するとともに、数値モデル計算の検証データを整備した。 

２）エアロゾルの濃度や混合状態を決める各種のプロセスを物理化学法則に基づいて表現した

詳細な領域数値モデルを観測に基づいて改良・検証し、短期的（10 年程度）なアジアにお

けるＢＣの放射強制力や、その削減効果（気温や降水量の変化など）の定量的評価に行う。

また詳細な計算に基づいて、全球モデル用のパラメタリゼーションを開発した。 

３）上記パラメタリゼーションを取り入れた全球モデルにより、高い信頼性で長期（100 年程
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度）にわたるＢＣ削減効果を予測した。 

 

＜主な環境政策への貢献＞ 

エアロゾル微物理モデルの開発と精度向上により、エアロゾル物理・化学過程の理解に貢献し、

併せて BCの輸送・変質・除去過程の予測精度向上に資する。また、気候変動実験に用いられる気

候モデルにおける BC の役割を知ることは、環境政策の有効性を判断するための基礎的なデータと

なる。本研究の成果は、IPCC における第 5次結合モデル比較実験 CMIP5 への気象庁から参加モデ

ルである大気海洋結合モデル MRI-CGCM3 の改良と気候実験およびその解析を行うことによって、

地球温暖化予測の高度化に貢献し、環境政策への貢献に寄与した。 

 

 

②現在までの研究の流れ 

 

 

③アンケート調査結果 

1)課題研究について 

a)課題研究の分野：環境研究・調査分野(社会科学分野を含む) 

b)課題研究の意義や成果のアピール 

地球温暖化予測の高度化に貢献し、環境政策への貢献に寄与した。 

c)課題研究の参画者数：16 人 

研究実施前 研究実施中 研究実施後

研
究
資
金

主
な
取
り
組
み
・
行
政
反
映
含
む

• UN「IPCC第5次評価報告書」にて引用
（2014年）
*第7章「雲とエアロゾル」筆頭著者

• 世界気候研究計画（WCRP）の合同科学
者委員会委員、UNEP/Atmospheric 
Brown Cloud-Asiaサイエンスチーム主
査として、WCRP組織体の将来構想立案
に知見を提供

• 文部科学省の「気候変動適応研究推進プ
ログラム」の中で
NICAM+SPRINTARS+CHASER モデル
の領域版を開発

• UN「IPCC第5次評価報告書」にて引
用（2014年）
*第7章「雲とエアロゾル」
*ブラックカーボン観測結果

• 北極評議会・専門家グループ「ブ
ラックカーボンの削減に関する勧告
書」（2016年）
*2017年出版予定

主
な
成
果

■観測機器・モデル開発等
• COSMOS測定器を用いたBC⾧期観測の

継続（中国・北京、台湾・ルーリンに測
定器設置）

• エアロゾルの混合状態・数濃度・粒径分
布を表現可能な領域3 次元モデルの開
発・地上・航空機観測による検証

• NICAM+SPRINTARS+CHASER を用い
た領域スケールでの大気化学モデルの完
成

■論文
• Mori, T., Y. Kondo, S. Ohata, N. 

Moteki, H. Matsui, N. Oshima, and 
A. Iwasaki (2014), Wet deposition 
of black carbon at a remote site in 
the East China Sea, J. Geophys. 
Res.

• Kondo, Y. (2015), Effects of black 
carbon on climate: Advances in 
measurement and modeling, 
Monogr. Environ. Earth Planets, 3, 
1-85.

地球環境研究総合推進費
（H20-22）

「革新的手法によるエアロゾル物理
化学特性の解明」

環境研究総合推進費（H23-25）
「地球温暖化対策としてのブラック
カーボン削減の有効性の評価」

環境研究総合推進費（H26-28）
「地球温暖化に関わるブラック
カーボン放射効果の総合的評価」

*研究分担者

JST:戦略的国際科学技術協力
推進事業（H22-24）

「北東アジア域のブラックカーボン
の発生、輸送過程の解明と気候変動

に関する研究」

科学研究費補助金
基盤A（H28-31）

「北極の気候影響に関わるブラッ
クカーボンの挙動の解明」
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2)課題研究の成果の活用状況について 

a)研究成果の環境行政への反映状況（見込みを含む） 

反映の種類 反映時期（年） 具体的内容 

国際 

（法令・条例・ガイドライン） 

2014 年以降 IPCC 第 5 次報告書の第 7 章｛雲とエアロゾル」）

に本研究の成果であるブラックカーボンの観測結

果が主な図として示された。また観測結果とモデ

ルの比較が行われモデルの不確定性が示され

た。     

国際 

（法令・条例・ガイドライン） 

2016 年 北極評議会における専門家グループによるブラッ

クカーボンの削減に関する勧告書が準備されつ

つある。近藤はこのグループのメンバーとしてこの

勧告書の作成に貢献してきた。その中でこの研究

成果が反映されている。勧告書の最終文書は

2017 年春に出版される予定である。なお、この専

門家の選出にあたっては日本の環境省および外

務省、文科省の推薦によって近藤が選ばれた。 

 

c)成果の環境保全への貢献の状況（見込みを含む） 

貢献の種類 貢献時期（年） 具体的内容 

低炭素社会の構築 2016 年 

北極評議会における専門家グループによるブラッ

クカーボンの削減に関する勧告書が準備されつ

つある。近藤はこのグループのメンバーとしてこの

勧告書の作成に貢献してきた。その中でこの研究

成果が反映されている。勧告書の最終文書は

2017 年春に出版される予定である。なお、この専

門家の選出にあたっては日本の環境省および外

務省、文科省の推薦によって近藤が選ばれた。 

 

d）成果活用のための環境省の取組や努力について 

研究成果が環境行政への反映、環境保全に役立つための環境省の必要な取組み 

政策は、変わっていくものであり、国と国の交流も関わる。研究者が環境政策に資する研究に従

事する場合、環境省へのインプットを意識することが大切である。そのためには、環境省からは

環境省が進める政策を研究者側に知らせて欲しい。環境省では、競争的資金の公募時に行政

ニーズを提示し、研究者側がそれらを踏まえ研究提案を行い採択される。環境省には、提案者

が提案時、採択評価時に、積極的な対話して欲しい。 

 

研究成果が環境行政への反映、環境保全に役立つための研究者としての努力 

― 
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3)課題研究終了後の展開状況について 

a)課題研究の展開状況 

継続的研究の実施状況 実施できた理由／中止、終了した理由 

課題研究から派生･発展した研究を実施してい

る 

前回の競争的資金により開発してきた観測技

術が高度であったため、国際的にも認知され

北極におけるエアロゾルの研究に発展させるこ

とができた。これに関しては文科省の科学研究

費補助金を獲得している。 

 

b)課題研究終了時と現時点の研究ステージ 

       
基礎研究/基礎調

査等の段階 

目的基礎研究など

中間段階 

応用/実用化など

の中間段階 

モデル・技術・社会

システム等の普及

／製品開発の段階 

課題研究終了時     
 

◎ 

現時点     
 

◎ 

 

c）競争的資金の活用による研究開発の進展への寄与（資金を得なかった場合と資金を得た現在の

評価） 

 
 

4)課題研究や関連する継続的な研究の実績や波及効果について 

a)論文等の実績 

   
論文件数 

総説・解

説 

口頭発

表等 

招待講演

等 
受賞 その他 

査読あり 
内、クレジッ

ト記入件数    

国内 － 件 － 件 － 件 － 件 － 件 2 件 － 件 

海外 20 件 － 件 1 件 2 件 1 件 － 件 7 件 

       
＊クレジット件数：本競争的研究資金による研究成果であることを明記した論文の件数 

0

1

2

3

4
研究開発課題の克服

研究コミュニティ形

成

産学官連携等人材育成

研究活動の国際展開

資金がなかった場合の現状 資金を得たことによる現在の評価
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b)知的基盤の強化につながる活動実績 

事例 具体的内容 

国際共同研究への

参加 
北極のブラックカーボンの気候影響への国際共同研究へ参加した。 

 

c)課題研究終了後の特許出願件数と現在の状況 

出 願 審査中 登 録 取り下げ 実施許諾 海外出願 

0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

 

d)課題研究終了後の表彰等の実績 

受賞者 賞名／受賞機関 受賞理由（業績） 受賞年 

近藤 豊 日本地球惑星科学連合 

Ｆｅｌｌｏｗ  

地球大気環境科学研究の推進 2014 年 

近藤 豊 日本学士院賞 地球大気環境科学の研究への

貢献 

2015 年 

 

e)課題研究や継続的研究に関連した一般市民への情報提供、啓発活動の実績 

活動の媒体等 時期 具体的内容、件数など 

講演・ 

シンポジウム 

2014 年 

4 月 

近藤 豊、地球温暖化とエアロゾル、高校生のための春休み

講座 2014 講演、東京 

講演・ 

シンポジウム 

2014 年 

5 月 

近藤 豊、科学者の使命と高い志 -子供達が生きる 21 世紀

の地球は- 、西武学園文理小学校講演、埼玉 

講演・ 

シンポジウム 

2014 年 

8 月 

近藤 豊、地球温暖化とエアロゾル、高校生のための東京大

学オープンキャンパス 2014 講演 

講演・ 

シンポジウム 

2014 年 

11 月 

近藤豊：西武学園文理高等学校（埼玉県）における特別授

業、「地球温暖化とエアロゾル The Crisis of Our Planet」 

 

 

④インタビュー調査結果 

１．研究開発の状況 

・ 本研究の派生・発展研究として、研究メンバーであった小池真（東京大学）が、平成 26 年度の

環境研究総合推進費の課題「地球温暖化に関わるブラックカーボン放射効果の総合的評価」

にて、北極圏のブラックカーボンに関する研究を推進している。環境研究総合推進費で実施し

ている S-12「SLCP の環境影響評価と削減パスの探索による気候変動対策の推進」はモデル

中心で、本研究とは異なる。 

・ 第 21 回気候変動枠組条約締約国会議（COP21）で採択されたパリ協定にて、短寿命であるブ

ラックカーボンの削減の検討が始まっており、本研究の成果は、IPCC にも役立っている。 

 

 



 

87 
 

２．成果の活用（取組み状況、解決すべき課題、今後の見通し等） 

［成果の活用］ 

・ 北極評議会（Arctic Council：AC）においては、ブラックカーボンに関する知見を踏まえ、外務

省、環境省に代わり、近藤豊は参加している。北極評議会の取組みは、IPCC の北極版であ

り、報告書の執筆依頼がある等、同評議会への日本からの人材派遣は高く評価されている。

先日、フィンランド大使館にて同国の科学技術関係機関との議論があり、その際に、今後、環

境省との連携が進められればとの話があった。 

 

［成果創出の促進要因］ 

・ 環境政策に資する研究として、本研究を継続することができた結果、研究グループの国際的

な認知が高まり、モデルの国際的評価が高まった。環境研究総合推進費を活用した継続研究

を実施する良し悪しはあるが、継続することで担保される質は大事である。気候変動は IPCC

対応が求められ、3～6 年で研究者の世代も変化する。これらに対処することも必要である。ま

た、評価においては、知的資産にフォーカスすることも重要である。 

 

［環境行政への反映に向けた方策］ 

・ 政策は、変わっていくものであり、国と国の交流も関わる。研究者が環境政策に資する研究に

従事する場合、環境省へのインプットを意識することが大切である。そのためには、環境省から

は環境省が進める政策を研究者側に知らせて欲しい。環境省では、競争的資金の公募時に

行政ニーズを提示し、研究者側がそれらを踏まえ研究提案を行い採択される。環境省には、

提案者が提案時、採択評価時に、積極的な対話して欲しい。その中で、政策貢献に資する研

究が定まってくると思う。現状の評価活動では、研究者側が発表のみに留まっている。フォロー

アップを考えるのであれば、非公式でもよいので、環境省、評価者との懇談の機会があった方

がよい。各評価時点において、環境省側からの発言は少ないが、環境省側が持っている情報

を研究者側に伝えることは重要である（例えば、次期 IPCC の検討等）。 

 

３．評価／競争的資金制度の果たした役割／競争的資金について 

［評価について］ 

・ 中間評価は、研究実施から 1 年程度で行われた。環境省は、中間評価をどのような認識で実

施しているのか。開始後 1 年で実施できたことは限られ、当該評価を踏まえ、その後の研究の

方向性を助言する機会であるか、一般的な中間評価としてモニタリングを行うためのものである

か。蓄積のある研究者はよいが、蓄積のない研究者は、開始後 1 年で実施される中間評価は

厳しいものと思われる。 

［環境省競争的資金について］ 

・ 科学研究費補助金は、研究テーマの間口は広く、幅広い観点で研究を行うことができる。環境

研究総合推進費は、フォーカスが定まった研究である。環境研究を展開するには、両方が必

要であり、環境研究総合推進費は貴重な研究費であると認識している。科学研究費補助金に

ない要素として、環境研究総合推進費では 2 年目以降の研究費の削減が求められる点であ

る。中間評価結果による削減は理解できるが、中間評価以前から削減が前提である点は、研

究者として理解が難しい。 
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［PO について］ 

・ PO については、第三者としての観点からの意見であったため、研究を推進する上で助かっ

た。 

 

４．その他 

［国際共同研究について］ 

・ 海外の研究者との共同研究については、環境研究総合推進費が日本の環境政策に資する観

点から、特別なことがない限り、海外の研究者に対して研究費を工面する等の必要はないかも

しれない。現行制度においても、必要であれば、役務費で対応することができる。むしろ、費目

の変更に対する柔軟性が必要である。環境研究総合推進費では、旅費（旅程）について、研

究計画時に定めた行先に訪問することが求められ、また費目の変更等についても手続きが煩

雑である。研究活動は、研究が進展する中で、深堀すべき点等は変わる。研究資金であること

を踏まえた対応が期待される。 

 

［研究期間について］ 

・ 環境研究総合推進費の研究期間は、一般的に 3 年であるが、4 年程度の期間があってもよい

と思う。運用次第であると指摘されるかもしれないが、4 年程度の期間があれば、研究結果を踏

まえた、次の環境研究総合推進費の準備ができる。 
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（４）外来動物の根絶を目指した総合的防除手法の開発 

 

・競争的研究資金制度：環境研究総合推進費（自然共生型社会） 

・研究代表者 ： 五箇 公一（独立行政法人国立環境研究所） 

・研究期間   ： 平成 23 年度から平成 25年度まで（3年間） 

・研究費総額 ： 152,727 千円 

・事後評価 ： A（S～D の 5 段階評価） 

 

① 研究概要 

生物多様性の確保における、「外来種等の防除システムの構築」に対して、生態学的にも環境政

策的にも問題性が大きく、早急な防除が求められる外来生物のうちの動物分類群について、確実

な防除の成功を導く集中的な調査・研究を行うことで貢献。対象生物は特定外来生物に指定され、

かつ火急的対策が求められるものとして、昆虫類ではアルゼンチンアリを含む外来アリ類および

セイヨウオオマルハナバチ、魚類はオオクチバスおよびブルーギル、爬虫類はグリーンアノール、

哺乳類はマングースおよびアライグマを選定し、これらの種の国内外における防除実態（失敗や

成功事例）の情報収集を行い、防除に関する情報の整備と分析を行うとともに、必要とされる外

来生物の生態学的情報の収集と防除手法の開発を行った。得られた情報をもとに、防除の有効性

を評価するとともに、効率的な防除戦略を立案した。防除事業ネットワークを構築し、得られた

研究成果に基づき全国レベルでの防除体制の強化を行った。 

 

＜主な環境政策への貢献＞ 

環境省の外来種被害防止行動計画と侵略的外来種リスト作成において、本課題で実施されてい

る各種特定外来生物の防除手法の開発に関する最新情報を提供し、防除に関する課題と今後の方

針についてのとりまとめに貢献した。本課題のサブテーマ 1 で得られた成果は、京都市、静岡市、

横浜市におけるアルゼンチンアリ防除事業において、コスト試算や防除計画の作成および防除着

手の支援に利用された。アライグマ対策では、環境省外来種被害防止行動計画策定会議において、

外来種対策を効果的に進めるための技術開発及び社会的基盤構築に必要な情報を提供し、また北

海道外来種対策検討委員会において、アライグマに関する防除技術開発情報を提供し、将来の試

験的導入と実用化を提言した。大分市のアライグマ対策において、本研究への協力に引き続き、

協働研究体制を継続し、巣箱型ワナを活用している。 
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②現在までの研究の流れ 

 
 

 

③アンケート調査結果 

1)課題研究について 

a)課題研究の分野：製品開発・技術開発分野および環境研究・調査分野(社会科学分野を含む) 

b)課題研究の意義や成果のアピール 

現存する技術・資材を活用して、計画的な防除戦略を構築することで外来生物個体群の低密度

化を確実に達成することが出来る。 

c)課題研究の参画者数：7人 

 

2)課題研究の成果の活用状況について 

a)課題研究終了後、成果の実用化の状況（見込みを含む） 

成 果 実用化時期 概 要 

アルゼンチンアリ 

防除マニュアル 
2013 年 

環境省のマニュアルに科学的防除手法を掲載

（2013 年 7 月報道発表：お知らせ：特定外来生物

アルゼンチンアリの防除手法開発及びその成果

について） 

 

 

研究実施前 研究実施中 研究実施後

研
究
資
金

主
な
取
り
組
み
（
行
政
反
映
含
む
）

• アルゼンチンアリ研究ネット
ワークを通じて、2008年度に
環境省中国四国地方環境事務
所が実施している防除事業に
対して、2009年度には環境省
中部地方環境事務所が実施し
ている防除事業に対して防除
手法およびそのリスク評価に
ついて提案を行った。

• 2011年2月スイス・ジュネー
ブで開催されたCBD外来種専
門家会合に招聘。

• 京都市、静岡市、横浜市におけるア
ルゼンチンアリ防除事業において、
コスト試算や防除計画の作成および
防除着手の支援に利用された。

• 薬剤防除手法は、環境省が実施した
「平成25年度小笠原自然再生事業
兄島グリーンアノール柵設置業務」
において実際に活用された。

• 簡易柵は、沖縄島北部のマングース
防除事業において平成25年度に設
置。DNAによる種判別や性判別の成
果はすでに実用化されている。

• 草加市周辺で新たに発生したク
ビアカツヤカミキリついて、
「外来カミキリ情報交換会」を
行い、早期防除と支援システム
について助言。

• 防衛省「普天間飛行場代替施設
建設事業に係る環境影響評価に
関する有識者研究会」における
埋め立て土砂における外来生物
対策について、アルゼンチンア
リのモニタリング手法よびそれ
に基づく根絶確認モデルを提示
し、今後の対応方針作成に貢献。

主
な
成
果

• 生物多様性条約事務局CBD発
行の科学論文BIODIVERSITY
において、日本の侵入生物ト
ピックのReview論文として
2009年度に掲載。

• カエルツボカビについての成
果は、2009年度にMolecular 
Ecologyに、2010年度にOIE
国際獣疫事務局会誌に掲載。

• アルゼンチンアリ防除マニュアル:
環境省のマニュアルに科学的防除手
法を掲載（2013年7月報道発表:お
知らせ:特定外来生物アルゼンチン
アリの防除手法開発及びその成果に
ついて）

• Inoue M N, Goka K.et al. 
(2015) Ecological impacts on 
native ant and ground-
dwelling animal communities 
through Argentine ant 
(Linepithema humile) 
management in Japan. Appl
Entomol Zool. 50:331–339.

環境研究総合推進費（H23-25）
「外来動物の根絶を目指した総合的防除

手法の開発」

環境研究総合推進費（H26-28）
「特定外来生物の重点的防除対策の

ための手法開発」

環境研究総合推進費（H20-22）
「非意図的な随伴侵入生物の生態リス

ク評価と対策に関する研究」

環境研究総合推進費（H16-18）
「侵入種生態リスクの評価手法と対策

に関する研究」
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b)研究成果の環境行政への反映状況（見込みを含む） 

反映の種類 反映時期（年） 具体的内容 

国 

（法令・条例・ガイドライン） 
2015 年 

環境省「外来種被害防止行動計画」において防

除の進め方に関するガイドラインを提示 

市町村 

（法令・条例・ガイドライン） 
2015 年 

京都市伏見区アルゼンチンアリ防除対策協議会

に防除手法を提供・公開 

市町村 

（法令・条例・ガイドライン） 
2016 年 

大分市アライグマ防除実施計画に巣箱型ワナの

概要を記載 

 

c)成果の環境保全への貢献の状況（見込みを含む） 

貢献の種類 貢献時期（年） 具体的内容 

自然共生 2017 年 

小笠原世界遺産センターにおいて外来アリ類、グ

リーンアノール等の検疫・緊急防除システム運用

が開始される 

自然共生 2017 年 

沖縄県外来生物行動計画において、外来アリ類、

グリーンアノール等の検疫・緊急防除システム運

用が開始される 

 

d）成果活用のための環境省の取組や努力について 

研究成果が環境行政への反映、環境保全に役立つための環境省の必要な取組み 

環境省地方環境事務所および地方自治体との連携強化、情報共有、指導  

 

研究成果が環境行政への反映、環境保全に役立つための研究者としての努力 

・環境省・関係府省庁・地方自治体との連携強化・情報共有 

・地方におけるステークホルダーとの連携強化・国民対話 

・わかりやすさ、面白さを心がけた普及啓発 

・国際一流紙への成果発信・国際的オーソライズの獲得 

 

 

3)課題研究終了後の展開状況について 

a)課題研究の展開状況 

継続的研究の実施状況 実施できた理由／中止、終了した理由 

課題研究から派生･発展した研究を実施してい

る 

環境研究総合推進費「特定外来生物の重点

的防除対策のための手法開発」（H26-28）なら

びに国立環境研究所新規中期計画における

プロジェクト課題立案・研究室および予算確保 
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b)課題研究終了時と現時点の研究ステージ 

       
基礎研究/基礎調

査等の段階 

目的基礎研究など

中間段階 

応用/実用化など

の中間段階 

モデル・技術・社会

システム等の普及

／製品開発の段階 

課題研究終了時     ◎ 
 

現時点       ◎ 

 

c）競争的資金の活用による研究開発の進展への寄与（資金を得なかった場合と資金を得た現在の

評価） 

 
 

 

4)課題研究や関連する継続的な研究の実績や波及効果について 

a)論文等の実績 

   
論文件数 

総説・解

説 

口頭発

表等 

招待講演

等 
受賞 その他 

査読あり 
内、クレジッ

ト記入件数    

国内 1 件 0 件 11 件 26 件 3 件 1 件 0 件 

海外 3 件 3 件 1 件 1 件 1 件 0 件 0 件 

       
＊クレジット件数：本競争的研究資金による研究成果であることを明記した論文の件数 

 

b)知的基盤の強化につながる活動実績 

事例 具体的内容 

人材育成 
ポスドク研究員を東京農工大および京都大学に就職させ、生態リスクに

係る研究および講座を展開している 

国際共同研究への

参加 
IPBES に Leading Author として参画 

 

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
研究開発課題の克服

研究コミュニティ形
成

産学官連携等人材育成

研究活動の国際展開

資金がなかった場合の現状 資金を得たことによる現在の評価
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c)課題研究終了後の特許出願件数と現在の状況 

出 願 審査中 登 録 取り下げ 実施許諾 海外出願 

0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

 

d)課題研究終了後の表彰等の実績 

受賞者 賞名／受賞機関 受賞理由（業績） 受賞年 

五箇 公一 学会賞（日本応用動物

昆虫学会） 

特定外来生物セイヨウオオマル

ハナバチの生態リスク評価およ

び対策 

2014 年 

 

e)課題研究や継続的研究に関連した一般市民への情報提供、啓発活動の実績 

活動の媒体等 時期 具体的内容、件数など 

テレビ･ラジオ 2014 年 

テレビ朝日「たけしの TV タックル」（2014 年 10 月 27 日、外来

アリ類の侵入リスクに関する解説） 

 

テレビ･ラジオ 2014 年 

NHK 総合「news web」（2014 年 8 月 14 日、外来生物対策に

ついて） 

 

テレビ･ラジオ 2014 年 

テレビ朝日「ワイドスクランブル」（2014 年 8 月 15 日、外来生

物対策について） 

 

テレビ･ラジオ 2015 年 

BS 日テレ「深層 NEWS」（2015 年 10 月 16 日、外来生物の脅

威と対策の重要性を解説） 

 

 

 

④インタビュー調査結果 

１．研究開発の状況 

・ 15 年以上にわたり当該関連研究を進めてきており、本研究課題以前の取組としては、環境研

究総合推進費（H20-22）「非意図的な随伴侵入生物の生態リスク評価と対策に関する研究」

や同（H16-18）「侵入種生態リスクの評価手法と対策に関する研究」などがある。 

・ 本研究の終了後は、環境研究総合推進費（H26-28）「特定外来生物の重点的防除対策のた

めの手法開発」にて、アルゼンチンアリなどの非意図的外来生物の侵入を水際で阻止するた

めの検疫防除手法の開発や、知床半島や小笠原諸島などの重要自然保護地域から緊急に

外来生物を駆除するために、特に化学的手法を駆使した革新的防除技術を開発している。 

 

２．成果の活用（取り組み状況、解決すべき課題、支援策など） 

[成果の活用・展開] 

・ 京都市、静岡市、横浜市におけるアルゼンチンアリ防除事業において、コスト試算や防除計

画の作成および防除着手の支援に利用された。※防除連絡協議会など。 

・ 薬剤防除手法は、環境省が実施した「平成 25 年度小笠原自然再生事業兄島グリーンアノー
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ル柵設置業務」において実際に活用された。 

・ アルゼンチンアリについては、在来アリが帰ってきており、薬を使っても問題ないことが証明で

きている。また、根絶までの時期判定のための統計などマニュアル化しており、行政において

実践しやすい工夫をしている。 

 

[研究開発の促進要因、人材育成] 

・ 促進要因としては、本研究の目標が明確で、かつチームワークも良かったことが挙げられる。 

・ 自身が民間企業出身ということもあり、機関のミッションや契約内容を踏まえて業務を行うこと

の重要性を、特に若手のポスドクなどに教育している。その効果もあってか、本研究終了後に

は、当時の任期付き研究者の多くが現在では大学でパーマネント職を獲得している。 

 

[成果活用の促進に向けた支援策] 

・ 本研究は、成果を経済的効果で見せにくい案件であることや、自治体の財政事情が逼迫して

いることから、社会実装のフェーズでは、「国全体の事業」と意識付けて、環境省内の担当部

署を超えたサポートが必要である。 

・ 社会実装に向けては、社会科学系の研究者の協力も得つつ、リスクコミュニケーションに積極

的に取り組むことが重要であり、そのための支援環境の整備が求められる。 

 

[非意図的な成果] 

・ アライグマの効率的防除戦略開発における巣穴型のアイデアは、アライグマを殺さずにす

み、動物園に移せるなど、当初は想定しなかった成果と言える。 

 

３．評価について／競争的資金制度の果たした役割／競争的資金について 

[評価について] 

・ 中間評価・事後評価の課題として、評価者の選定に問題があるように感じる。評価者の選定

基準や評価結果の不服申し立てについての対応を含めて、体制をしっかりしてもらいたい。ま

た、評価者については開示すべきである。この点では科研費が参考になるだろう。 

・ 本省（担当部局）はもっと研究の進め方について介入してもよいのではと思う。推進費は行政

ニーズとの連動性が高いので、研究内容との結び付きを研究者と確認し、活動に落とし込め

るように交渉することが重要と思われる。農水省のファンドでは本省が積極的に研究者とやり

取りしている。 

 

[競争的資金制度の果たした役割] 

・ 本研究は、推進費以外では実施が不可能であったと思われる。また、推進費は一種のステイ

タスを有しており、競争により獲得したという意味でも価値は大きい。 

・ 若手研究者育成の点でも貢献度は高く、ポスドクだった当時の研究者が、本研究の成果によ

り、現在では大学でパーマネント職についている。 
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４． その他 

 [環境省に期待する施策等] 

・ 社会実装のフェーズにあたっては、特別予算の設定など補完性を構築してもらいたい。本気

度を確認する上でマッチングファンドの形態が望ましい。 
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（５）解体現場のアスベストリスクに対応する特異的バイオプローブの創成と迅速検出への応用 

 

・競争的研究資金制度：環境研究総合推進費（安全が確保される社会） 

・研究代表者 ： 黒田 章夫（広島大学） 

・研究期間   ： 平成 23 年度から平成 25年度まで（3年間） 

・研究費総額 ： 97,730 千円 

・事後評価 ： S（S～D の 5 段階評価） 

 

①研究概要 

研究代表者は細胞内タンパク質ライブラリーの中からアスベストに特異的に結合するタンパク

質をスクリーニングし、このタンパク質を蛍光物質で修飾することにより、バイオプローブを作

成した。この蛍光プローブを用い、フィルター上のアスベストを蛍光顕微鏡でとらえる方法（バ

イオ蛍光法）を開発した。染色の操作は簡単で、フィルターに数滴のバイオプローブを垂らすだ

けで前処理が完結する。このフィルターを蛍光顕微鏡で観察すると、アスベスト繊維が光って見

えるため、約 30ナノメートル幅の非常に微細なアスベスト繊維が、低倍率でも明瞭に観察できた。

アスベストは蛇紋石系のアスベストであるクリソタイルと、他５種類が含まれる角閃石アスベス

トが存在する。アスベスト結合タンパク質のうち、DksA タンパク質はクリソタイルに特異的で、

GatZ タンパク質あるいは HNS タンパク質は角閃石系のアスベストに広く結合した。バイオ蛍光法

は、位相差顕微鏡レベルの操作性である程度の確度でアスベストと判定できるので、現場での「迅

速簡易検出法」として有望視されている（2010 年 6 月改訂の環境省のアスベストモニタリングマ

ニュアル第４版で紹介）。これらのアスベスト結合タンパク質を利用すれば、全種類のアスベスト

に対応できるが、残念ながら HNS と GatZ がアスベスト以外のケイ酸アルミ繊維、ケイ酸カルシウ

ム（ワラストナイト）、酸化チタンウイスカーとの交差が見られるという課題が残されていた。も

しこの点が克服できれば、現場でアスベストと確定できる「迅速検出法」が確立できると考えら

れた。そこで、HNS と GatZ のアスベストの結合に関与する領域を特定し、その他の無機繊維と結

合する領域を取り除くことによって、アスベストに対する特異性が向上したバイオプローブを作

成することを目的とした。また、実際のサンプルに対して、光・電子相関顕微鏡による蛍光繊維

の分析を行うことによって、バイオプローブの特異性を検証することとした。 

 

＜主な環境政策への貢献＞ 

バイオ蛍光法によるアスベスト迅速検出法は、環境省アスベストモニタリングマニュアル第４

版に記載されている。本方法は、暗視野の中でアスベスト繊維が特異的に光っているために、直

ちに微細アスベストも検出できる等の利点がある。 
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②現在までの研究の流れ 

 

 

③アンケート調査結果 

1)課題研究について 

a)課題研究の分野：製品開発・技術開発分野 

b)課題研究の意義や成果のアピール 

空気中に飛散するアスベストの検査が迅速にできる様になった。 

c)課題研究の参画者数：5人 

 

 

2)課題研究の成果の活用状況について 

a) 課題研究の成果の実用化および市場等への波及 

成果 実現時期（年） 具体的内容 

アスベスト検出試薬 2013 年 実用化したアスベスト検査試薬（製品カタログ） 

 

b)研究成果の環境行政への反映状況（見込みを含む） 

反映の種類 反映時期（年） 具体的内容 

国（法令・行政計画・ガイド

ライン等） 

2014 年 建築物の解体等に係る 石綿飛散防止対策マニ

ュアル（環境省）に掲載された。 

研究実施前 研究実施中 研究実施後

研
究
資
金

主
な
取
り
組
み
（
行
政
反
映
含
む
）

• 高精度なアスベスト計測のた
めの基本ソフトウェア開発

• プロトタイプ機への搭載と実
サンプルを用いた信頼性向上
機能の開発

• ユーザビリティの高度化機能
の開発

⇒熟練の計測者でなくてもルー
ルに従ってアスベストを自動
で計測できるソフトウエアを
開発

• 解体現場で有効なアスベストの迅速
な測定法を、従来とは全く異なる手
法（バイオ蛍光法）で開発。

• バイオ蛍光法によるアスベスト迅速
検出法は、環境省アスベストモニタ
リングマニュアル第4版に記載。

• 平成26年環境省水大気環境局大
気環境課による「建築物の解体
等に関わる石綿飛散防止マニュ
アル」にバイオ蛍光法が記載さ
れた。（p.146）

• 石綿飛散防止に貢献。環境対策
への技術的進歩が評価され、平
成28年度「環境賞」（環境大臣
賞）を受賞。

主
な
成
果

• 2010年6月に参画機関の
（有）シリコンバイオより、
アスベスト検出キット「アス
ベスターＡｉｒ」が販売開始

• 2013年2月に参画機関の
（株）インテックより、アス
ベスト自動計測ソフトウェア
「アスベスターCounter」
Ver2.0をリリース

• 実用化したアスベスト検査試薬（製
品カタログ）2013年

• 【特許】結晶構造を有する物質に結
合するプロテインタグ、および、そ
の利用（特願2015-185940）広島
大学

• 【論文】A. Kuroda, M. 
Alexandrov, T. Nishimura, T. 
Ishida: Biotechnology Journal, 
11(6):757-767 (2016)“Rapid 
on-site detection of airborne 
asbestos fibers and 
potentially hazardous nano
materials using fluorescence 
microscopy-based biosensing”

環境研究総合推進費（H23-25）
「解体現場のアスベストリスクに対応す
る特異的バイオプローブの創成と迅速検

出への応用」

環境研究総合推進費（H26-27）
「バイオ蛍光法によるアスベスト検出
技術の実用化とナノ材料動態追跡ツー

ルへの応用」

JST先端計測分析技術・機器開発
プログラム（H22-24）

「バイオ蛍光法によるアスベスト自動
計測ソフトウェアの開発」

JST先端計測分析技術・機器開発
プログラム（H19-22）

「バイオ技術による迅速・高感度・簡
易アスベスト検出キット開発」
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c）成果活用のための環境省の取組や努力について 

研究成果が環境行政への反映、環境保全に役立つための環境省の必要な取組み 

研究成果を、すぐに環境問題の解決策として利用しようとしても、現実には幾つかの課題や問題

がある場合が多い。将来を見通して、もし必要と判断するなら、積極的に問題解決に関与してほ

しい。また、例えば画期的な技術などは、検討会の中で反対される場合がある（固定観念にとら

われて）。そのような場合にも、リスクを恐れず、粘り強く説得する強い意志が必要と思われる。ま

た、担当者が代わったとしても継続的に取り組む体制が必要になると思われる。 

 

研究成果が環境行政への反映、環境保全に役立つための研究者としての努力 

環境省の担当者との緊密な連携、各種審議会・検討会等における指摘事項への対応などが必

要と思われる。 

 

 

3)課題研究終了後の展開状況について 

a)課題研究の展開状況 

継続的研究の実施状況 実施できた理由／中止、終了した理由 

課題研究とほぼ同じ目的、目標に向けて、研

究を継続している 

検査する対象を広げる、あるいは検査する機

器を開発するなどして継続している。 

 

b)課題研究終了時と現時点の研究ステージ 

       
基礎研究/基礎調

査等の段階 

目的基礎研究など

中間段階 

応用/実用化など

の中間段階 

モデル・技術・社会

システム等の普及

／製品開発の段階 

課題研究終了時     ◎   

現時点       ◎ 

 

c）競争的資金の活用による研究開発の進展への寄与（資金を得なかった場合と資金を得た現在の

評価） 
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4)課題研究や関連する継続的な研究の実績や波及効果について 

a)論文等の実績 

   
論文件数 

総説・解

説 

口頭発

表等 

招待講演

等 
受賞 その他 

査読あり 
内、クレジッ

ト記入件数    

国内 1 件 1 件 3 件 5 件 － 件 1 件 － 件 

海外 2 件 2 件 － 件 1 件 － 件 － 件 － 件 

       
＊クレジット件数：本競争的研究資金による研究成果であることを明記した論文の件数 

 

b)知的基盤の強化につながる活動実績 

事例 具体的内容 

－ － 

 

c)課題研究終了後の特許出願件数と現在の状況 

出 願 審査中 登 録 取り下げ 実施許諾 海外出願 

1 件 1 件 0 件 0 件 0 件 1 件 

 

d)課題研究終了後の表彰等の実績 

受賞者 賞名／受賞機関 受賞理由（業績） 受賞年 

黒田章夫、 

石田丈典、他 8 名 

「環境賞」環境大臣賞 携帯型蛍光顕微鏡による微細

アスベスト迅速検査法の開発 

2016 年 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5
研究開発課題の克服

研究コミュニティ形
成

産学官連携等人材育成

研究活動の国際展開

資金がなかった場合の現状 資金を得たことによる現在の評価
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e)課題研究や継続的研究に関連した一般市民への情報提供、啓発活動の実績 

活動の媒体等 時期 具体的内容、件数など 

講演・シンポジウム 2014 年 

広島大学公開講座、「バイオでアスベストを検出する」（主催：

広島大学、平成 26 年 8 月 30 日、広島県民文化センター、観

客 60 名） 

講演・シンポジウム 2015 年 

研究 100 連発、「バイオ蛍光法で観る！世界」（主催：科学技

術振興機構、日本科学未来館、平成 27 年 11 月 14 日、観客

約 60 名） 

 

 

④インタビュー調査結果  

１．研究開発の状況 

・ 本研究以前は、H13-20 における戦略的創造研究推進事業（さきがけ２１および SORST）など

でタンパク質の機構解明を行い、H19 からは JST 先端計測分析技術・機器開発プログラムによ

り、簡易アスベスト検出キット開発やバイオ蛍光法によるアスベスト自動計測ソフトウェアの開発

を行ってきた。 

・ 本研究後は、環境研究総合推進費（H26-27）「バイオ蛍光法によるアスベスト検出技術の実用

化とナノ材料動態追跡ツールへの応用」等により、検査する対象を広げる、あるいは検査する

機器を開発するなどして継続している。 

 

２．成果の活用（取組み状況、解決すべき課題、今後の見通し等） 

[成果の活用・展開] 

・ 推進費（H26-27）では、空気中に飛散するアスベストの検出法として開発したバイオ蛍光法を

公定法とするために、現在の公定法である電子顕微鏡法との相関データを蓄積し、普及させ

ることに尽力している。 

・ 東広島市では解体現場で有効性を現在実証中。また、熊本県ではアスベストの測定を行い、

アスベストが飛散していないことを実測値で示し、住民に安心感を与えた（熊本県ホームペー

ジ上で公開）。 

 

［成果創出の促進要因］ 

・ 現場のサンプルを使って特異性を評価した結果、誤認識率は 5％、偽陰性率 2％以下でアス

ベストが問題なく検出できることが実証できたことは大きい。現場での取組については、一緒に

研究した企業の人的ネットワークが貢献した。 

 

［成果活用の促進要因］ 

・ 環境省のサポートを受けて、環境研修センターを活用した講習会を実施できたことは価値があ

る。マニュアルの掲載だけでは弱いので、委員会資料の提出と合わせて、データ収集やアウト

リーチが実行できたことは高く評価してよいだろう。 
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３．評価／競争的資金制度の果たした役割／競争的資金について 

［評価について］ 

・ PO やアドバイザーからは、研究活動の推進にあたって良いアイデアをもらえた。 

・ 民間企業と組んで活動しているので、ビジネスと学術研究の区分けを明確につけられない場

合があり、評価の場で披歴できない情報や事項がある。 

 

［競争的資金制度の果たした役割］ 

・ 「環境賞」環境大臣賞を若手研究者とともに 2016 年に受賞することが出来、若手研究者は良

いポジションを取ることが出来そうである。また、本研究により、技術面を含むスペシャリストの

育成に大きく寄与した。 

 

［競争的資金について］ 

・ 義務的な会議等の頻度（負荷の高さ）や予算の柔軟性の点では、科研費＞推進費、JST の順

に高く評価できる。ただし科研費のほとんどは規模が小さく、実用化研究には向いていない。 

 

４．その他 

[環境省に期待する施策等] 

・ 研究成果をもとに、せっかく装置が開発されても、実際に自治体などで使ってもらうには制約

が多い。公共調達などの支援により、装置購入をサポートしてもらいたい。※現状は、ボランテ

ィアで出張して計測したり（熊本県）、装置の貸し出し等を行っている。 

・ 公定法について、環境省はもっと踏み込んだ支援をしてもらいたい。また、２年程度で人事異

動してしまうのは中長期スパンで取り組む必要がある案件において厳しい。 
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（６）新燃焼方式を採用した高性能・低コスト型ストーカ炉の開発 

 

・競争的研究資金制度：環境研究総合推進費（循環型社会） 

・研究代表者 ： 中山 剛（JFE エンジニアリング（株）） 

・研究期間 ： 平成 24 年度から平成 25年度まで（2年間） 

・研究費総額 ： 68,534 千円 

・事後評価  ： A（S～D の 5 段階評価） 

 

①研究概要 

廃棄物発電の発電効率向上のためには、焼却炉の空気比（供給空気量／理論空気量）を低減す

ることにより排ガス持出し顕熱を削減することが重要である。既存のストーカ炉は空気比 1.6 程

度の運転が標準的で、最近では空気比 1.3 程度で運転する新設炉が見受けられるが、更なる空気

比低減と厳しい条件化で安定燃焼を達成する技術が求められている。本事業においては、幅広い

ごみ質、処理規模に対応可能な新燃焼方式をストーカ炉に採用し、空気比 1.2 以下での低空気比

安定燃焼を実証することを目標とする。さらに、新燃焼方式採用に伴う炉形状の大幅な改善によ

り、既存のストーカ炉に対し炉容積の 30%削減による低コスト化を目指した。 

これまでに実機既存炉の燃焼状況について数値シミュレーション計算を実施し、計算の妥当性

評価を完了している。したがって本事業において実証を行えば、既に確立した計算手法により実

機へのスケールアップは可能である。実用規模としては 100 トン／日・炉規模の小型炉から 700

トン／日・炉規模の大型炉まで対応可能であり、国内のみならず海外の大規模処理にも貢献でき

る。 

 

＜主な社会への貢献＞ 

従来使用している触媒脱硝塔を使用せずに無触媒脱硝のみで NOx 排出基準値以下に抑制できる

ため、脱硝プロセスに関わる低コスト化とともに、触媒脱硝に使用する排ガス加熱用蒸気を発電

に使用することで、発電量の 10%向上が期待できる。更に炉容積の削減に伴い、建屋の高さも低

減可能で、低コスト化に加え景観向上にも有効である。また、本事業により開発するストーカ炉

は、炉上方から燃焼用空気を供給する新燃焼方式の採用により、700 トン／日・炉規模の大型炉

まで容易にスケールアップ可能である。 

したがって、海外における大規模処理にも対応可能であり、国内のみならず海外においても国

内発信の高性能かつ低コストなストーカ炉として、普及が期待できる。 
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②現在までの研究の流れ 

 
 

③アンケート調査結果 

1)課題研究について 

a)課題研究の分野：製品開発・技術開発分野 

b)課題研究の意義や成果のアピール：廃棄物発電高効率化およびコスト低減に資する課題研究 

c)課題研究の参画者数：10 人 

 

2)課題研究の成果の活用状況について 

a) 課題研究終了後、成果の実用化の状況（見込みを含む） 

成果 実用化時期 概要 

改良型都市ごみ焼却炉 2017 年 研究課題で開発した炉形状を実機に反映 

 

ｂ）成果活用のための環境省や研究者の取組や努力について 

研究成果が環境行政への反映、環境保全に役立つための環境省の必要な取組み 

実績が評価されることが多く新技術が導入されにくいため、それを後押しする支援がほし

い。 

 

 

研究実施前 研究実施中 研究実施後

研
究
資
金

主
な
取
り
組
み
（
行
政
反
映
含
む
）

• 実機既存炉の燃焼状況につい
て数値シミュレーション計算
を実施し、計算の妥当性評価
を実施

• 幅広いごみ質、処理規模に対応可能
な新燃焼方式をストーカ炉に採用し、
空気比 1.2 以下での低空気比安定燃
焼を実証すること

• 新燃焼方式採用に伴う炉形状の大幅
な改善により、既存のストーカ炉に
対し炉容積の 30％削減による低コ
スト化を図ること

主
な
成
果

• 計算手法の確立
• 基本コンセプトの立案

• 燃料の安定化に寄与する炉上部から
の空気供給により、ごみ層直上に火
炎が定在する状態を確認

• 実証試験において、炉内容積を
30%以上削減させた炉形状におい
て、空気比 1.3 以下で、脱硝前の
NOx 濃度を 30ppm（12%O2換
算）程度に低減可能なことを実証

• 日経産業新聞エネ＆エコ最前線
掲載（H26年9月24日）

• 日本燃焼学会技術賞受賞「対向
流燃焼を適用した低NOx型ス
トーカ式焼却炉の開発」
（H28）

• 研究課題で開発した炉形状を実
機に反映した改良型都市ごみ焼
却炉の実装（H29）

環境研究総合推進費補助金
次世代事業（H24-25）

「新燃焼方式を採用した高性能・
低コスト型ストーカ炉の開発」

（所属機関の独自資金）（所属機関の独自資金）
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研究成果が環境行政への反映、環境保全に役立つための研究者としての努力 

－ 

 

3)課題研究終了後の展開状況について 

a)課題研究の展開状況 

継続的研究の実施状況 実施できた理由／中止、終了した理由 

課題研究終了後、研究を中止・終了した 当初の目的、目標を達成した 

 

b)課題研究終了時と現時点の研究ステージ 

       
基礎研究/基礎調

査等の段階 

目的基礎研究など

中間段階 

応用/実用化など

の中間段階 

モデル・技術・社会

システム等の普及

／製品開発の段階 

課題研究終了時 
   

◎ 

現時点   
  

◎ 

 

c）競争的資金の活用による研究開発の進展への寄与（資金を得なかった場合と資金を得た現在の

評価） 

 
 

 

4)課題研究や関連する継続的な研究の実績や波及効果について 

a)論文等の実績 

   
論文件数 

総説・解

説 

口頭発

表等 

招待講演

等 
受賞 その他 

査読あり 
内、クレジッ

ト記入件数    

国内 － 件 － 件 2 件 7 件 － 件 1 件 － 件 

海外 － 件 － 件 － 件 － 件 － 件 － 件 － 件 

       
＊クレジット件数：本競争的研究資金による研究成果であることを明記した論文の件数 

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
研究開発課題の克服

研究コミュニティ形
成

産学官連携等人材育成

研究活動の国際展開

資金がなかった場合の現状 資金を得たことによる現在の評価
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b)知的基盤の強化につながる活動実績 

事例 具体的内容 

－ 
 

 

c)課題研究終了後の特許出願件数と現在の状況 

出 願 審査中 登 録 取り下げ 実施許諾 海外出願 

0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

 

d)課題研究終了後の表彰等の実績 

受賞者 賞名／受賞機関 受賞理由（業績） 受賞年 

傳田知広 

中山剛 

薄木太一 

岩﨑敏彦 

日本燃焼学会技術賞 

日本燃焼学会 

対向流燃焼を適用した低 NOx

型ストーカ式焼却炉の開発 

2016 年 

 

e)課題研究や継続的研究に関連した一般市民への情報提供、啓発活動の実績 

活動の媒体等 時期 具体的内容、件数など 

新聞 2014 年 エネ＆エコ最前線コーナーにて、「ごみ焼却炉、NOx4 割減」

と題する記事が取り上げられた（日経産業新聞 9 月 24 日）。 

雑誌･書籍 2015 年 エンジニアリングネットワーク誌 5 月 25 日号（ENGINEERING 

NOW ライフサイクルコスト削減に力点を置く焼却炉メーカー 

低空気比燃焼、省コストなどで差別化） 

 

 

⑤インタビュー調査結果 

１．研究開発の状況 

・ 当初の目的、目標を達成したこともあり、本格的な研究開発は実施していないが、課題研究終

了後、実用化に向けた最終的な確認作業を自社の独自予算で実施した。現在は、NOx 低減

のメカニズムを深掘すべくシミュレーションなどを継続して行っている。 

 

２．成果の活用（取組み状況、解決すべき課題、今後の見通し等） 

［成果の活用］ 

・ 本課題研究で開発した炉形状を実機に反映した改良型都市ごみ焼却炉を自治体で実装予定

（H29）である。 

 

［成果創出に向けた改善要素］ 

・ 変動の大きい実廃棄物焼却時の効果の評価が必要だが、本課題研究の中で廃棄物固形化

燃料(RDF)に野菜くずを添加した実廃棄物性状に近い試料を用いた実証試験も実施してお
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り、十分に対応可能である。 

・ なお、本課題研究の開発炉は大型化しやすいというメリットがあり、小型炉から順次スケールア

ップが可能である。 

 

［支援策／研究者の取組み］ 

・ 実績が評価されることが多く新技術が導入されにくいため、導入を後押しする支援が必要であ

る。 

 

３．評価について／競争的資金制度の果たした役割／競争的資金について 

［評価について］ 

・ 事後評価において、評価委員からの個別の指摘が非常に役立った。 

・ 応募時に重点課題が明確に示されており、その方向性と目指す研究開発が合致していたた

め、確信を持って提案することができた。 

 

［競争的資金制度の果たした役割］ 

・ 前段階において、自社の独自予算で実機既存炉の燃焼状況について数値シミュレーションを

実施した。それにより、計算の妥当性が確認され、基本コンセプトが立案できたが、実用化のた

めには実証が必要であった。これを本研究開発予算で実施できたことが大きい。 

・ 1/2 補助であったが、資金は非常に使いやすかった。資金獲得時に環境省担当者へいろいろ

と問い合わせたが、想定以上に利用できる範囲が広かった。 

 

４．その他 

・ 特になし。 
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（７）空港における待ち時間解消のための革新的旅客・手荷物システムに関する技術開発 

 

・競争的研究資金制度：地球温暖化対策技術開発・実証研究事業 

・研究代表者 ： 細江 克治（（株）デンソーコミュニケーションズ） 

・研究期間 ： 平成 24 年度から平成 25年度まで（2年間） 

・研究費総額 ： 146,387 千円 

・事後評価  ： 7.1 点（10 点満点中） 

 

①研究概要 

本研究開発は、搭乗旅客が出発ゲートに現れないことによる人為的な航空機出発遅延の待ち時

間を解消するため、リターナブル電子タグを活用した手荷物セルフ・チェクイン及び未搭乗旅客

の搭載手荷物を 5 分以内に積み降ろしを可能とする検索システムと搭乗旅客の空港内位置情報把

握・情報配信システムを開発し、航空機運航に関与しない無駄な航空機燃料等による CO2 削減を

図ることを目的として実施したものである。 

 

＜主な社会への貢献＞ 

航空輸送分野における我が国の CO2 排出量は交通分野の 6％（10 百万トン）を占めているが、

直接の運航に関係しない搭乗遅れ客を要因とするまったく無駄な燃料消費による CO2 排出が発生

している。本事業により開発される革新的旅客・手荷物管理システム技術は、国内航空輸送分野

において 2万 6,418 トン/年の削減効果を生むと試算することができ、大きな社会的必要性を有し

ている。搭乗旅客の空港内位置把握と手荷物のセキュリティ対応は、世界の航空会社・空港の共

通の課題であり、本研究開発は、世界の航空会社・空港が直面する航空便の定時運行の一助とな

る他省エネルギー効果・運航コストの低減にも直結することからインパクトは大きい。 

航空機利用の国民に対し、“CO2 削減施策の見える化”、“航空機の定時性確保による利便性の向

上”を体感頂くことにより当事業を広く認識させることが可能である。 

本技術により CO2 排出削減と交通機関としての定時性が担保され「空港運用機器」に対する規

格化を推進することができる。欧州域内においては航空機の CO2 排出量削減が求められており、

運行の効率化に資する機器・システムに対する規制制度の導入が世界的に不可避となっている。 
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②現在までの研究の流れ 

 
IATA ：国際航空運送協会（International Air Transport Association） 

ICAO ：国際民間航空機構（International Civil Aviation Organization） 

 

③アンケート調査結果 

1)課題研究について 

a)課題研究の分野：製品開発・技術開発分野 

b)課題研究の意義や成果のアピール 

航空機遅延防止が環境負荷低減を図ることになることを実体験でき、利用者（搭乗旅客）に

とっても定時制を確保することによる経済的時間損出の減少に繋がる（定時出発率の向上）。 

c)課題研究の参画者数：32 人 

 

2)課題研究の成果の活用状況について 

a) 課題研究終了後、成果の実用化の状況（見込みを含む） 

成果 実用化時期 概要 

自動手荷物預け機 2015 年 ANA FAST TAVEL を導入することにより簡単・便

利で快適な空港とする。自動手荷物預け機の操

作ガイド。 

スマートフォンアプリ 2014 年 空港内の位置情報把握による経路誘導案内

（Wi-Fi・i-Beacon 設置位置情報に基づく位置確

認）。 

研究実施前 研究実施中 研究実施後

研
究
資
金

主
な
取
り
組
み
（
行
政
反
映
含
む
）

• 空港内位置情報把握のサービ
スモデルとしての基礎評価試
験（情報の有効性・適用技術
の検証）

• 搭乗旅客が出発ゲートに現れないこ
とによる人為的な航空機出発遅延の
待ち時間を解消するため、リターナ
ブル電子タグを活用した手荷物セル
フ・チェックイン及び未搭乗旅客の
搭載手荷物を5分以内に積み降ろし
を可能とする検索システムと搭乗旅
客の空港内位置情報把握・情報配信
システムを開発

• 航空関係者（海外航空会社を含む）
に対する概要説明（参加者71名）
（H24年11月）

• IATAにてElectronic Baggage
Tagなど電子タグの多様化の標準
化が進んでおり、空陸一貫の電
子タグを活用したシステム作り
を構想中。

• 空陸一貫輸送に伴う手ぶら旅行
の推進による自家用車から公共
交通機関利用へのモーダルシフ
トによる省エネルギー化に取組
中。

• ANA 環境省COOL CHOICEの
連携（H27）

主
な
成
果

• H22年度日本自動認識システ
ム協会システム大賞受賞

• 中部国際空港㈱プレスリリー
ス「電子表示付きアクティブ
タグを利用した航空旅客への
情報提供効果検証」（NHK・
TV愛知・日経・毎日・中日・
中部経済）（H22年2月）、等

• スマートフォンアプリによる空港内
の位置情報把握による経路誘導案内
の実装（H24年～）

• 自動手荷物預け機「ANA FAST 
TRAVEL」の実装（H25年7月～）

• 中部国際空港㈱プレスリリース「空
港における待ち時間解消のための革
新的旅客・手荷物システムの実証実
験」の実施について（新聞:日経・
朝日・毎日・中日・中部経済、
TV:中京TV・CBC）（H25年1
月）、等

• 電子タグ自動認識機器の実装
（H30年度，予定）

• 航空手荷物用電子タグ
（Permanent Tag）の実装
（H30年度，予定）

CO2排出削減対策強化誘導型技術
開発・実証事業（H24-25）

「空港における待ち時間解消のための
革新的旅客・手荷物システムに関する

技術開発」

NEDO戦略的省エネルギー
技術革新プログラム（H27）

「省エネルギー技術開発事業の重要技
術に係る周辺技術・関連課題の検討」

総務省ICT経済・地域活性化基盤確
立事業（「ユビキタス特区」事業）

（H21）
「電子タグを利用した航空旅客への

情報提供実証実験」
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成果 実用化時期 概要 

電子タグ自動認識機器 2018 年 IATA R753（手荷物トレーサビリティ）運用義務化

に伴うタグデータの自動認識・情報提供が必要と

なる。 

航空手荷物用電子タグ 2018 年 本研究にて開発した自己接着型手荷物用タグは

2015 年 7 月より実用化済み。Permanet Tag につ

いては IATA RP1754 規格作業中。 

 

ｂ）成果活用のための環境省や研究者の取組や努力について 

研究成果が環境行政への反映、環境保全に役立つための環境省の必要な取組み 

・ ICAO 国際線航空機の運航における CO2 排出規制は、世界の航空会社に取り組みが求め

られる事項であり、直面する環境問題への解決策の提示として、日本における先進事例の

紹介と、開発支援・国内空港への運用展開支援をお願いしたい。 

・ 身近な環境対策として搭乗旅客理由による航空機遅延防止のキャンペーンの支援をお願

いしたい。 

 

研究成果が環境行政への反映、環境保全に役立つための研究者としての努力 

搭乗旅客・手荷物の 100％捕捉を図る 

 

 

3)課題研究終了後の展開状況について 

a)課題研究の展開状況 

継続的研究の実施状況 実施できた理由／中止、終了した理由 

課題研究から派生･発展した研究を実施 

・ 環境省事業に於いては電子タグの空港内

位置管理・Wi-Fi/スマホアプリによる搭乗

旅客の位置管理による空港内での航空機

遅 延 防 止 に 特 化 し た が 、 IATA に て

Electronic  Baggage Tag など電子タグの

多様化の標準化が進んでおり、空陸一貫

の電子タグを活用したシステム作りを構想

中。 

・ 空陸一貫輸送に伴う手ぶら旅行の推進に

よる自家用車から公共交通機関利用への

モーダルシフトによる省エネルギー化を目

指している。 

 

b)課題研究終了時と現時点の研究ステージ 

       
基礎研究/基礎調

査等の段階 

目的基礎研究など

中間段階 

応用/実用化など

の中間段階 

モデル・技術・社会

システム等の普及

／製品開発の段階 

課題研究終了時 
 

◎ 
 

  

現時点   
 

◎ 
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c）競争的資金の活用による研究開発の進展への寄与（資金を得なかった場合と資金を得た現在の

評価） 

 
 

 

4)課題研究や関連する継続的な研究の実績や波及効果について 

a)論文等の実績 

   
論文件数 

総説・解

説 

口頭発

表等 

招待講演

等 
受賞 その他 

査読あり 
内、クレジッ

ト記入件数    

国内 4 件 2 件 1 件 2 件 － 件 － 件 － 件 

海外 － 件 1 件 － 件 2 件 － 件 － 件 － 件 

       
＊クレジット件数：本競争的研究資金による研究成果であることを明記した論文の件数 

 

b)知的基盤の強化につながる活動実績 

事例 具体的内容 

研究ネットワークの

形成 

航空・宅配事業者及び業界関連団体にて構成される航空手荷物新技術

研究会を発足させた。国交省（航空局・総合政策局）や観光庁もｵﾌﾞｻﾞｰ

ﾊﾞｰ参加している。 

研究ネットワークの

形成 

4 空港 BHS 連絡会に参画。成田・羽田・関西・中部空港 Baggage 

Handling System 担当者による共通システム導入研究会。 

国際共同研究への

参加 

ATA Baggage WG/Electronic Baggage Tag SWG に参画、国際規格設定

作業を実施中。 

研究ネットワークの

形成 

次世代空港システム研究会（JAL・ANA・成田・羽田・関西・中部空港）の

主要テーマとして継続検討中。 

 

0

1

2

3

4

5
研究開発課題の克服

研究コミュニティ形
成

産学官連携等人材育成

研究活動の国際展開

資金がなかった場合の現状 資金を得たことによる現在の評価
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c)課題研究終了後の特許出願件数と現在の状況 

出 願 審査中 登 録 取り下げ 実施許諾 海外出願 

0 件 1 件 0 件 2 件 0 件 0 件 

 

d)課題研究や継続的研究に関連した一般市民への情報提供、啓発活動の実績 

活動の媒体等 時期 具体的内容、件数など 

雑誌 2014 年 空港に於ける RFID 技術普及活動の寄稿を要請され環境省

事業による内容を含め解説した（月刊自動認識 2014 年 11

月号） 

講演・ 

シンポジウム 

2015 年 国交省航空局主催 第 16 回空港技術報告会にて「RFID によ

る手荷物搬送技術動向について」講演（11 月 26 日） 

 

 

⑤インタビュー調査結果 

１．研究開発の状況 

・ 環境省事業においては電子タグの空港内位置管理・Wi-Fi/スマホアプリによる搭乗旅客の位

置管理による空港内での航空機遅延防止に特化したが、IATA にて Electronic Baggage Tag

など電子タグの多様化の標準化が進んでおり、空陸一貫の電子タグを活用したシステム作りを

構想している（競争的資金に提案準備中）。 

・ 空陸一貫輸送に伴う手ぶら旅行の推進による自家用車から公共交通機関利用へのモーダル

シフトによる省エネルギー化を目指している。 

 

２．成果の活用（取組み状況、解決すべき課題、今後の見通し等） 

［成果の活用］ 

・ 空港内の位置情報把握による経路誘導案内（Wi-Fi・i-Beacon 設置位置情報に基づく位置確

認）用のスマートフォンアプリ（H26 年度）や、ANA の自動手荷物預け機（H27 年度）などです

でに実装されている。 

・ 電子タグ自動認識機器や航空手荷物用電子タグ（Permanent Tag）を H30 年度をめどに実装

予定である。 

 

［成果創出に向けた改善要素］ 

・ 搭乗旅客・手荷物の 100％捕捉を図ること。特に個人の特定、補足に関して、現在の航空セキ

ュリティは人に依存する仕組みになっているが、e-Gate や顔認証システムと搭乗券とをマッチ

ングさせることで克服できる可能性が高まる。 

・ リターナブルタグの活用には厳密には至っていない。手荷物を追跡・管理するシステムについ

て、バーコードはついていても、輸送作業の過程で傷つくと機能しなくなるなど脆弱なシステム

になっている。ただし、デルタ航空やエールフランスなどでは手荷物の状況をスマホに通知す

るなどのシステムが先行的に導入されはじめており、今後の展開が期待されるところである。 

 

［支援策／研究者の取組み］ 
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・ ICAO 国際線航空機の運航における CO2 排出規制は、世界の航空会社に取り組みが求めら

れる事項であり、直面する環境問題への解決策の提示として、日本における先進事例の紹介

と、開発支援・国内空港への運用展開支援をお願いしたい。 

・ 身近な環境対策として搭乗旅客理由による航空機遅延防止のキャンペーンの支援をお願いし

たい。 

 

３．評価について／競争的資金制度の果たした役割／競争的資金について 

［評価について］ 

・ 事後評価において、搭乗旅客・手荷物の 100％捕捉の必要性を指摘いただき、スマホアプリに

依存しない画像認識等による捕捉に課題終了後取り組み始めた。 

・ 追跡調査について、企業の場合、課題が終了するとプロジェクトチームが解散したり、社内の

体制が変わったりする。3 年以上経過すると、情報集約を行うのが実質的に困難となる。 

 

［競争的資金制度の果たした役割：研究ネットワークの形成、国際共同研究への参加］ 

・ 航空・宅配事業者や業界関連団体、官公庁等が参加する複数の研究会の設立につながっ

た。 

・ 現在、IATA Baggage WG/Electronic Baggage Tag SWG に参画、国際規格設定作業を行って

いるが、こうした取り組みにも寄与している。 

 

４．その他 

・ 省エネに係る技術革新の場合、ハードな新技術というよりも既存技術やシステム等を活用する

ためのインターフェースの開発が実装に向けては重要であるが、こうしたソフトに近い研究開発

の場合、資金面での公的支援がなかなか得づらいという構造がある。 

・ 交通費の清算手続きが合理的とはいえない。安価かつ最短の時間でいけるルートであって

も、目的地と反対に進むルートを含む場合、経費として認められず苦労した。 
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参考３ 制度アンケート調査結果 
 

 

３．１ 制度アンケート調査の概要 

 

１．１ 調査の実施概要 

競争的資金制度に関するアンケート調査は、環境省の競争的資金により実施し、平成 27 年度に

終了した課題研究の代表者を対象にして実施した。 

調査の対象は、環境研究総合推進費の 42 課題である。調査は、回答者の利便性を考慮して、調

査依頼状および調査票のファイルを電子メールの添付ファイルとして送付し、回答も電子メール

により回収した。なお、アンケート調査票は研究代表者に送付したが、可能であれば、共同研究

者からの回答についても依頼した。 

 

・調査票送付 平成 29年 1 月 12 日、13 日 

・回答締切 平成 29年 2月 10 日（締切日以降も継続して回収。） 

 

本項においては、競争的資金制度の領域・テーマ区分について次のように略記する。 

 

【環境研究総合推進費】 

戦略的研究開発領域   → 「1.戦略研究」 

全領域共通・領域横断  → 「2.領域横断」 

脱温暖化社会      → 「3.脱温暖化」 

循環型社会       → 「4.循環」 

自然共生型社会     → 「5.自然共生」 

安全が確保される社会  → 「6.安全確保」 

 

課題の研究代表者に調査票を発送し、34 課題から回答を得た（回収率 81.0%）。制度別の回収状

況は下表のとおりである。 

 

表 46 調査票の回収状況 

競争的研究資金制度 対象 回収数 回収率 

環境研究総合推進費 1.戦略研究（2 課題） 

2.領域横断（5 課題） 

3.脱温暖化（6 課題） 

4.循環（13 課題） 

5.自然共生（5 課題） 

6.安全確保（11 課題） 

1.戦略研究（1 課題） 

2.領域横断（5 課題） 

3.脱温暖化（4 課題） 

4.循環（8 課題） 

5.自然共生（5 課題） 

6.安全確保（11 課題） 

50% 

100% 

66.7% 

61.5% 

100% 

100% 

合計 42 34 81.0% 
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１．２ 制度アンケート調査の設問 

 制度アンケート調査では、競争的資金制度の問題点を探るために、以下のような設問を設定し

た（第Ⅱ部 資料編 参考 4を参照）。 

 

（１）公募について 

     ・公募から採択までの事務処理について 

     ・領域・テーマ区分のわかりやすさについて 

 

（２）課題研究について 

     ・研究資金の交付時期について 

     ・研究期間について 

     ・予算額について 

     ・研究経費の使用ルールについて 

     ・間接経費の有効活用について 

     ・事務局・PO・行政担当部署からのサポートについて 

 

（３）評価について 

     ・中間評価の実施方法について 

     ・事後評価の実施方法について 

 

（４）今後の意向 

     ・環境省・競争的資金制度への応募について 

     ・平成 28 年度における競争的資金の獲得実績 

     ・今後の当該研究における競争的資金の獲得意向について 

 

（５）その他の意見 

・他の競争的資金制度との比較で、本研究資金制度のよい点、改善すべき点、 

問題点等 
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３．２ 制度アンケート調査結果 

（１）アンケート結果の概要 

 制度アンケート調査の主な結果は以下のとおりである。 

・ 課題研究の公募に関わる事務処理やテーマ区分は、8割以上の回答が適切だった、わかりやす

かったとしている。（昨年度および一昨年度調査と同様） 

・ 研究資金の交付時期は、75.7%は「妥当だった」（昨年度調査：53.8%、一昨年度調査：53.9%）

としている反面、24.3%は「遅かった」（昨年度調査：38.5%、一昨年度調査：37.3%）と回答し

ている。 

・ 課題研究の研究期間は、67.6%は「妥当だった」としている。（昨年度調査：71.8%、一昨年度

調査：72.6%） 

・ 課題研究の予算額は、81.1%の回答者は「妥当だった」としている。（昨年度調査：71.8%、一

昨年度調査：71.6%） 

・ 研究経費の使用ルールは、「妥当なルールだった」とする回答は全体で 18.9%（昨年度調査：

19.2%、一昨年度調査：21.6%）であった。 

・ 間接経費の有効活用は、自身の研究に直接もしくは間接的に役に立ったとする回答が 62.2%を

占めた。（昨年度調査：61.5%、一昨年度調査：71.6%） 

・ 事務局・PO・行政担当部署からのサポートは、回答者の 64.9%が「適切だった」と回答してい

る。（昨年度調査：79.5%、一昨年度調査：78.4%） 

・ 中間評価の実施方法は、「妥当だった」、「どちらかといえば妥当だった」とする回答が全体の

64.9%を占めた。（昨年度調査：71.8%、一昨年度調査：69.6%） 

・ 事後評価の実施方法は、「妥当だった」、「どちらかといえば妥当だった」とする回答が全体の

81.1%を占めた。（昨年度調査：84.7%、一昨年度調査：85.3%） 

・ 環境省の競争的資金への今後の応募意向は、83.8%の回答者が「応募しようと思う」と回答し

ている。（昨年度調査：71.8%、一昨年度調査：70.6%） 

・ 研究終了以降の競争的資金獲得実績は、「公的もしくは民間の競争的資金」を獲得したとする

回答者が 40.5%（昨年度調査：25.7%、一昨年度調査：29.4%）あり、「競争的資金を得ていな

い」との回答は 43.3%（昨年度調査：56.4%、一昨年度調査：56.9%）あった。現在資金を得て

いない研究者の 68.8%（昨年度調査：63.6%、一昨年度調査：74.2%）は今後「獲得予定」もし

くは「獲得意向」を示した。 

・ 研究終了以降に獲得している競争的資金等は、環境省環境研究総合推進費を中心に、文部科学

省科学研究費補助金や地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（SATREPS）、JSPS「頭脳

循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進プログラム」など多様である。 

 

以下には、設問ごとに、それぞれの詳細な内容を示す。各設問の回答数をまとめた後に、自由

記述欄の主な回答をまとめている。 

 

（２）公募について 

◯課題研究の公募から採択までの事務処理の適切さ（制度アンケート：問 1） 

公募から採択までの事務処理については、89.2%が「適切だった」（昨年度調査：97.4%、一昨年

度調査：93.1%）としており、概ね問題なく実施されていると考えられる。 
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表 47 事務処理の適切さ（件） 

 環境研究総合推進費 

総計 比率 1.戦略研

究 

2.領域横

断 

3. 脱 温

暖化 

4.循環 5. 自 然

共生 

6. 安 全

確保 

適切だった 1 7 3 8 5 9 33 89.2% 

適切でなかった 0 1 0 1 0 1 3 8.1% 

その他 0 0 0 0 0 1 1 2.7% 

総数 1 8 3 9 5 11 37 100% 

※領域横断については、１課題（S-11）より 3件回答が来ているので合算している。循環も１課題（3K133012）

より 2件回答が来ているので合算している。 

 

○課題研究の領域・テーマの区分のわかりやすさ（制度アンケート：問 2） 

公募における研究領域やテーマ区分については、83.8%の回答者が「わかりやすかった」（昨年

度調査：92.3%、一昨年度調査：89.2%）としている。 

 

表 48 領域・テーマ区分のわかりやすさ（件） 

 環境研究総合推進費 

総計 比率 1.戦略研

究 

2.領域横

断 

3. 脱 温

暖化 

4.循環 5. 自 然

共生 

6. 安 全

確保 

わかりやすい 1 6 3 9 5 7 31 83.8% 

わかりにくい 0 2 0 0 0 3 5 13.5% 

その他 0 0 0 0 0 1 1 2.7% 

総数 1 8 3 9 5 11 37 100% 

※領域横断については、１課題（S-11）より 3件回答が来ているので合算している。循環も１課題（3K133012）

より 2件回答が来ているので合算している。 

 

 

（３）課題研究について 

○研究資金の交付決定時期の妥当性（制度アンケート：問 3） 

研究資金の交付決定時期については、「妥当だった」とする回答は 75.7%（昨年度調査：53.8%、

一昨年度調査：53.9%）であり、「遅かった」とする回答は 24.3%（昨年度調査：38.5%、一昨年度

調査：37.3%）であった。 

 

表 49 研究資金の交付時期の妥当性（件） 

 環境研究総合推進費 

総計 比率 1.戦略研

究 

2.領域横

断 

3. 脱 温

暖化 

4.循環 5. 自 然

共生 

6. 安 全

確保 

妥当だった 0 8 3 6 3 8 28 75.7% 

遅かった 1 0 0 3 2 3 9 24.3% 

総数 1 8 3 9 5 11 37 100% 

※領域横断については、１課題（S-11）より 3件回答が来ているので合算している。循環も１課題（3K133012）

より 2件回答が来ているので合算している。 
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○課題研究の研究期間の妥当性（制度アンケート：問 4） 

課題研究の研究期間については、回答者の 67.6%は「妥当だった」（昨年度調査：71.8%、一昨

年度調査：72.6%）としている。「短かった」とする回答は 29.7%（昨年度調査：20.5%、一昨年度

調査：17.6%）であった。 

 

表 50 研究期間の妥当性（件） 

 環境研究総合推進費 

総計 比率 1.戦略研

究 

2.領域横

断 

3. 脱 温

暖化 

4.循環 5. 自 然

共生 

6. 安 全

確保 

妥当だった 0 6 1 9 2 7 25 67.6% 

短かった 1 1 2 0 3 4 11 29.7% 

その他 0 1 0 0 0 0 1 2.7% 

総数 1 8 3 9 5 11 37 100% 

※領域横断については、１課題（S-11）より 3件回答が来ているので合算している。循環も１課題（3K133012）

より 2件回答が来ているので合算している。 

 

○課題研究の予算額の妥当性（制度アンケート：問 5） 

課題研究の予算額については、回答者の 81.1%が「妥当だった」（昨年度調査：71.8%、一昨年

度調査：71.6%）としている。一方で「不十分だった」とする回答が 18.9%（昨年度調査：15.4%、

一昨年度調査：19.6%）あった。 

 

表 51 研究予算額の妥当性（件） 

 環境研究総合推進費 

総計 比率 1. 戦 略

研究 

2. 領 域

横断 

3. 脱 温

暖化 

4.循環 5. 自 然

共生 

6. 安 全

確保 

妥当だった 1 7 3 9 3 7 30 81.1% 

不十分だった 0 1 0 0 2 4 7 18.9% 

総数 1 8 3 9 5 11 37 100% 

※領域横断については、１課題（S-11）より 3件回答が来ているので合算している。循環も１課題（3K133012）

より 2件回答が来ているので合算している。 

 

 

 

○研究計画の予算額の遂行上、制度上で制約・影響と感じた理由（応募時の研究計画と 

比べ、不十分／使いきれなかった結果に至った理由：複数回答） 

（制度アンケート：問 5・SQ1） 

研究計画の予算額の遂行上、制度上で制約や影響となった要因について、応募時の研究計画と

比べ、不十分又は使いきれなかったとする回答者に尋ねた。「研究経費使用ルール上の制約」との

回答が 28.6%（昨年度調査：30.0%、一昨年度調査：23.8%）あった。なお、昨年度調査では「そ

の他」が 50.0%（一昨年度調査：31.0%）あった。 
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表 52 研究予算額の遂行上の制度上の制約・影響（複数回答）（件） 

 環境研究総合推進費 

総計 比率 1. 戦 略

研究 

2. 領 域

横断 

3. 脱 温

暖化 

4.循環 5. 自 然

共生 

6. 安 全

確保 

研究経費使用ルール上

の制約 

    1 1 2 28.6% 

研究課題の評価による

影響 

      0 0% 

社会情勢、環境に関わ

る醸成の変化 

      0 0% 

その他       0 0% 

（空白）  1   1 3 5 71.4% 

総数  1   2 4 7 100% 

 

○研究経費の使用ルールに関する要望（制度アンケート：問 6） 

研究経費の使用ルールについては、「妥当なルールだった」とする回答は全体で 18.9%（昨年度

調査：19%、一昨年度調査：21.6%）であった。「妥当なルールだった」とする回答以外では、「使

用にあたっての制約が大きかった」（27.0% ※昨年度調査：19.0%、一昨年度調査：17.1%）が最

も多く、次いで「研究計画の変更をもっと柔軟に認めて欲しかった」（24.4% ※昨年度調査：29.0%、

一昨年度調査：29.0%）、次いで「費目区分が機関の会計ルール、他の研究資金と異なりわかりに

くかった」（21.6% ※昨年度調査：19.0%、一昨年度調査：13.6%）となった。 

 

表 53 研究経費の使用ルールに関する要望（複数回答）（件） 

 環境研究総合推進費 

総計 比率 1. 戦 略

研究 

2. 領 域

横断 

3. 脱 温

暖化 

4.循環 5. 自 然

共生 

6. 安 全

確保 

妥当なルールだった 

 

0 3 1 0 2 1 7 18.9% 

費目区分が機関の会計

ルール、他研究資金と

異なり分かりにくかった 

0 1 0 5 1 1 8 21.6% 

使用にあたっての制約

が大きかった 

0 2 1 3 1 3 10 27.0% 

研究計画の変更をもっと

柔軟に認めてほしかった 

0 1 1 1 1 5 9 24.4% 

他の研究費との直接費

の合算使用を認めてほ

しかった 

1 0 0 0 0 0 1 2.7% 

繰越を希望したが認め

られなかった 

0 0 0 0 0 0 0 0% 

その他 

 

0 0 0 0 0 0 0 0% 

（空白） 0 1 0 0 0 1 2 5.4% 

総数 1 8 3 9 5 11 37 100% 
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※領域横断については、１課題（S-11）より 3件回答が来ているので合算している。循環も１課題（3K133012）

より 2件回答が来ているので合算している。 

 

○間接経費の有効活用（制度アンケート：問 7） 

間接経費の有効活用については、所属機関と協議を行うことで自身の研究に直接、もしくは機

関の共用研究設備等の充実を通じて間接的に役に立ったとする回答が、62.2%（昨年度調査：61.5%、

一昨年度調査：71.6%）を占めた。 

 

表 54 間接経費の有効活用（件） 

 環境研究総合推進費 

総計 比率 1. 戦 略

研究 

2. 領 域

横断 

3. 脱 温

暖化 

4.循環 5. 自 然

共生 

6. 安 全

確保 

所属機関と協議し、自身

の研究とも有効活用 

1 4 1 2 0 1 9 24.3% 

所属機関が共用設備等

の充実に使用し、自身

の研究にも役に立った 

0 3 2 2 3 4 14 37.9% 

所属機関が使途を決定

したので、自身の研究に

役立ったと思えない 

0 1 0 3 2 4 10 27.0% 

その他 0 0 0 2 0 2 4 10.8% 

総数 1 8 3 9 5 11 37 100% 

※領域横断については、１課題（S-11）より 3件回答が来ているので合算している。循環も１課題（3K133012）

より 2件回答が来ているので合算している。 

 

○課題研究実施中の事務局・PO・行政担当部署からのサポートの適切性 

（制度アンケート：問 8） 

事務局・PO・行政担当部署からのサポートについては、回答者の 64.9%（昨年度調査：79.5%、

一昨年度調査：78.4%）が「適切だった」と回答している。 

「あまり適切でなかった」とする回答が 18.9%（昨年度調査：15.4%、一昨年度調査：11.8%）

あった。「あまり適切でなかった」とする理由として、研究実施期間中に POや行政担当が交代し、

情報共有を含めてコミュニケーションが十分とれなかったと指摘するものがみられた。 

 

表 55 事務局・PO・行政担当部局からのサポートの適切性（件） 

 環境研究総合推進費 

総計 比率 1. 戦 略

研究 

2. 領 域

横断 

3. 脱 温

暖化 

4.循環 5. 自 然

共生 

6. 安 全

確保 

適切だった 1 3 2 5 5 8 24 64.9% 

あまり適切でなかった 0 2 0 2 0 3 7 18.9% 

その他 0 3 1 2 0 0 6 16.2% 

総数 1 8 3 9 5 11 37 100% 

※領域横断については、１課題（S-11）より 3件回答が来ているので合算している。循環も１課題（3K133012）

より 2件回答が来ているので合算している。 
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（４）評価の実施方法について 

○中間評価の実施方法の妥当性（制度アンケート：問 10） 

中間評価の実施方法については、「妥当だった」（29.7%  ※昨年度調査：46.2%、一昨年度調査：

37.2%）、「どちらかといえば妥当だった」（35.2% ※昨年度調査：25.6%、一昨年度調査：32.4%）

とする回答が全体の 64.9%（昨年度調査：71.8%、一昨年度調査：69.6%）を占めた。 

 

表 56 中間評価の実施方法の妥当性（件） 

 環境研究総合推進費 

総計 比率 1. 戦 略

研究 

2. 領 域

横断 

3. 脱 温

暖化 

4.循環 5. 自 然

共生 

6. 安 全

確保 

妥当だった 

 

0 2 2 2 3 2 11 29.7% 

どちらかといえば妥当だ

った 

1 2 1 4 1 4 13 35.2% 

どちらかといえば妥当で

はなかった 

0 2 0 2 1 2 7 18.9% 

妥当ではなかった 

 

0 0 0 0 0 1 1 2.7% 

中間評価を受けていな

い 

0 1 0 1 0 2 4 10.8% 

（空白） 0 0 0 0 0 0 1 2.7% 

総数 1 8 3 9 5 11 37 100% 

※領域横断については、１課題（S-11）より 3件回答が来ているので合算している。循環も１課題（3K133012）

より 2件回答が来ているので合算している。 

 

○事後評価の実施方法の妥当性（制度アンケート：問 11） 

事後評価の実施方法については、「妥当だった」（32.4% ※昨年度調査：46.2%、一昨年度調査：

47.1%）、「どちらかといえば妥当だった」（48.7% ※昨年度調査：38.5%、一昨年度調査：38.2%）

を合わせると 81.1%（昨年度調査：84.7%、一昨年度調査：85.3%）を占めた。「どちらかといえば

妥当ではなかった」、「妥当ではなかった」とする回答は合わせて 5.4%（昨年度調査：10.3%、一

昨年度調査：13.7%）あったが、その理由として、「発表した論文数、開催した国際会議数など、

より客観的な指標を活用すべき」「事後評価のコメントに、明らかに報告書を読んでいないものが

あった。学術的なレベルが低すぎる。」などが挙げられた。 
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表 57 事後評価の実施方法の妥当性（件） 

 環境研究総合推進費 

総計 比率 1. 戦 略

研究 

2. 領 域

横断 

3. 脱 温

暖化 

4.循環 5. 自 然

共生 

6. 安 全

確保 

妥当だった 

 

0 2 2 2 3 3 12 32.4% 

どちらかといえば妥当だ

った 

1 3 1 7 1 5 18 48.7% 

どちらかといえば妥当で

はなかった 

0 2 0 0 1 1 4 10.8% 

妥当ではなかった 

 

0 0 0 0 0 2 2 5.4% 

事後評価を受けていない 0 0 0 0 0 0 0 0% 

（空白） 0 1 0 0 0 0 1 2.7% 

総数 1 8 3 9 5 11 37 100% 

※領域横断については、１課題（S-11）より 3件回答が来ているので合算している。循環も１課題（3K133012）

より 2件回答が来ているので合算している。 

 

 

（５）今後の意向について 

○今後の環境省競争的資金制度への応募の可能性（制度アンケート：問 12） 

環境省の競争的資金への今後の応募意向については、83.8%の回答者が「応募しようと思う」（昨

年度調査：71.8%、一昨年度調査：70.6%）と回答している。 

一方、応募しようと思わない理由として、「あまりにも制約が多すぎ、研究費の弾力的な使用が

できない、評価されることに不合理を感じるなど」が挙げられている。 

 

表 58 今後の環境省の競争的資金制度への応募可能性（件） 

 環境研究総合推進費 

総計 比率 1. 戦 略

研究 

2. 領 域

横断 

3. 脱 温

暖化 

4.循環 5. 自 然

共生 

6. 安 全

確保 

応募しようと思う 1 6 3 7 5 9 31 83.8% 

どちらともいえない 0 2 0 2 0 1 5 13.5% 

応募しようと思わない 0 0 0 0 0 1 1 2.7% 

総数 1 8 3 9 5 11 37 100% 

※領域横断については、１課題（S-11）より 3件回答が来ているので合算している。循環も１課題（3K133012）

より 2件回答が来ているので合算している。 

 

○平成 26 年度の研究終了以降の競争的資金獲得の実績と今後の応募予定 

（制度アンケート：問 13） 

平成 26 年度の研究終了以降の競争的資金獲得実績については、「公的な競争的資金、民間の競

争的資金」を獲得したとする回答者は 40.5%（昨年度調査：25.7%、一昨年度調査：29.4%）あり、

「競争的資金を得ていない」との回答は 43.3%（昨年度調査：56.4%、一昨年度調査：56.9%）あ

った。 
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表 59 研究終了以降の競争的資金獲得の実績 

 環境研究総合推進費 

総計 比率 1. 戦 略

研究 

2. 領 域

横断 

3. 脱 温

暖化 

4.循環 5. 自 然

共生 

6. 安 全

確保 

競争的資金を得ていな

い 

0 2 2 6 2 4 16 43.3% 

公的な競争的資金、民

間の競争的資金 

0 5 1 2 2 5 15 40.5% 

所属する機関からの研

究資金 

0 0 0 0 0 0 0 0% 

他機関との共同研究に

よる研究資金 

1 0 0 1 0 2 4 10.8% 

その他 0 0 0 0 1 0 1 2.7% 

（空白） 0 1 0 0 0 0 1 2.7% 

総数 1 8 3 9 5 11 37 100% 

※領域横断については、１課題（S-11）より 3件回答が来ているので合算している。循環も１課題（3K133012）

より 2件回答が来ているので合算している。 

 

○今後の競争的資金の獲得の予定・意向について（競争的資金を獲得していない回答者 

対象）（制度アンケート：問 13・SQ1） 

競争的資金を獲得していない回答者 16名（環境研究総合推進費）を対象に、今後の競争的資金

の獲得の予定・意向についてたずねた。 

68.8%の回答者が、「獲得予定」もしくは「獲得意向」を示した（昨年度調査：63.6%、一昨年度

調査：74.2%）。一方、「予定・意向なし」とする回答は 25.0%（昨年度調査：36.4%、一昨年度調

査：24.1%）であった。 

 

表 60 今後の競争的資金の獲得の予定・意向 

 環境研究総合推進費 

総計 比率 1. 戦 略

研究 

2. 領 域

横断 

3. 脱 温

暖化 

4.循環 5. 自 然

共生 

6. 安 全

確保 

獲得予定    2  1 3 18.8% 

獲得意向  1 1 3 2 1 8 50.0% 

予定・意向なし  1 1 1  1 4 25.0% 

（空白）      1 1 6.2% 

総数  2 2 6 2 4 16 100% 

 

○獲得している競争的資金等について（制度アンケート：問 13・SQ2） 

平成 26 年度の研究終了後、獲得している競争的資金等について、公的な競争的資金として共通

してあげられていたのは、文部科学省科学研究費補助金であった。その他では、環境省環境研究

総合推進費や科学技術振興機構（JST）、財団など多様な競争的資金が挙げられている。 

領域・テーマ区分に代表的な資金をみると、次のとおりである。 
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1.戦略研究：環境省環境研究総合推進費「戦略研究」 

2.領域横断：環境省環境研究総合推進費、文部科学省科学研究費補助金、 

地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（SATREPS）、 

ベルモントフォーラム 

3.脱温暖化：環境省環境研究総合推進費、文部科学省科学研究費補助金 

4.循環：環境省環境研究総合推進費、文部科学省科学研究費補助金 

5.自然共生：環境省環境研究総合推進費、文部科学省科学研究費補助金 

6.安全確保：環境省環境研究総合推進費、文部科学省科学研究費補助金、 

文部科学省全国共同利用共同研究拠点、 

JSPS「頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進プログラム」、 

JSPS「二国間交流事業」など 

 

 

３．３ 制度アンケート結果の経年比較

 

制度アンケート調査結果について、平成 27年度追跡評価業務で実施した制度アンケート調査結

果との比較（平成 25、26、27 年度終了課題）は下記の通りである。 

 

（１）課題研究の公募から採択までの事務処理の適切さ 

公募から採択までの事務処理については、平成 25、26、27 年度終了課題ともに、適切であった

とする回答は、概ね 90％以上であり、問題なく実施されている。 

 

 
図 21 事務処理の適切さ 

 

（２）課題研究の領域・テーマの区分のわかりやすさ 

公募における研究領域やテーマ区分については、平成 25、26、27 年度終了課題ともに 80%以上

の回答者が「わかりやすかった」としている。 
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40%
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60%

70%

80%
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100%

適切だった 適切でなかった その他
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図 22 領域・テーマ区分のわかりやすさ 

 

（３）研究資金の交付決定時期の妥当性 

研究資金の交付決定時期については、平成 25、26 年度終了課題と比べて、平成 27 年度終了課

題の回答者の方が「妥当だった」とする回答が多い。 

 

 
図 23 研究資金の交付時期の妥当性 

 

（４）課題研究の研究期間の妥当性 

課題研究の研究期間については、平成 25、26、27 年度終了課題ともに、概ね 70％の回答者が

「妥当だった」としている。 
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図 24 研究期間の妥当性 

 

（５）課題研究の予算額の妥当性（制度アンケート：問 5） 

課題研究の予算額については、平成 23、24、25 年度終了課題ともに、概ね 70％以上の回答者

が「妥当だった」としている。 

 

 
図 25 研究予算額の妥当性 

 

（６）研究経費の使用ルールに関する要望 

研究経費の使用ルールについては、平成 25、26、27 年度終了課題ともに、「研究計画の変更を

もっと柔軟に認めて欲しかった」とする回答が 25%を越えた。また、平成 27 年度終了課題では、

「使用にあたっての制約が大きかった」とする回答が最も多く、平成 26 年度終了課題以前と異な

る傾向であった。 
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図 26 研究経費の使用ルールに関する要望（複数回答） 

 

（７）間接経費の有効活用 

間接経費の有効活用については、平成 25、26 年度終了課題では、所属機関と協議を行うことで

自身の研究にも役立ったとする回答が最も多く、平成 27 年度終了課題では、機関の共用研究設備

等の充実を通じて間接的に役に立ったとする回答が多くを占めた。 

 

 
図 27 間接経費の有効活用 
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（８）課題研究実施中の事務局・PO・行政担当部署からのサポートの適切性 

事務局・PO・行政担当部署からのサポートについては、平成 26、27 年度終了課題ともに、「適

切だった」と回答が最も多い。他方、平成 27 年度終了課題では、「あまり適切でなかった」、「そ

の他」とする回答も多く見られた。 

 

 
図 28 事務局・PO・行政担当部局からのサポートの適切性 
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参考４ アンケート調査票 
 

４．１ 追跡アンケート調査票 
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４．２ 制度アンケート調査票 

 

 

 

  

環境省競争的資金制度に関する調査票

１．

２．

３．

４．

５．

６．

〔お問い合わせ先〕

公益財団法人　未来工学研究所

　担当　野呂、大竹

135-8473　東京都江東区深川2-6-11　富岡橋ビル

TEL 03-5245-1015　FAX 03-5245-1062

【e-mail】　follow2016@ifeng.or.jp　

アンケートご回答者

平成27年度に終了した研究・技術開発課題

調査の対象者は、「環境省競争的資金制度の助成を受けて実施され、平成27年度に終了した研究・技
術開発課題」の研究代表者の方々を選ばせていただきました。

調査の結果は統計的に処理し、データを個別に扱うことはありませんので、回答者個人にご迷惑をおかけ
することはありません。また、回答者の方々の個人情報は厳重に管理し、本調査の目的以外に使うことは
ありません。

競争的資金制度

研究課題名

電話番号

FAX番号

所属部署

役職

氏名

ID

研究代表者

本調査は、環境省競争的資金制度について、今後の制度の評価・改善を検討する基礎資料を得ることを
目的として、環境省が制度を利用された方々を対象にご意見・ご感想をお伺いするものです。
（実査は業務請負先の公益財団法人未来工学研究所）。

質問の回答には選択肢を設け、択一式のもの（選択肢の先頭が○）と、複数選択可能なもの（選択肢の先
頭が□）、また、内容・理由を記入していただくものがあります。内容・理由の記入の設問では、できるだけ
具体的な内容･理由の記入をお願いします。

もし可能でしたら、共同研究者の方に最大2名まで本調査票ファイルをお送りいただき、回答をお願いして
ください。

お忙しいところ恐縮ですが、2017年2月10日（金）までに、回答済み調査票の電子ファイルを電子

メールに添付し、下記担当者メールアドレス宛にご送信ください。できれば電子ファイルで返送いただきた
いのですが、もし紙面にて回答される場合は担当者宛に郵送又はＦＡＸでお送りください。

所属機関

e-mail　アドレス

2枚目のシート「アンケート」にお進みください。



 

143 
 

 
 

 



 

144 
 

 
 



 

145 
 

 

 



 

146 
 

 

 

Q13

競争的資金を得ていない →Q13_SQ1へ
公的な競争的資金あるいは民間の競争的資金を得ている →Q13_SQ2へ
所属する機関から研究資金を得ている →Q13_SQ2へ
他機関との共同研究により研究資金（競争的資金以外）を得ている →Q13_SQ2へ
その他（下の枠内にご記入ください）

Q13_SQ1

競争的資金を獲得する予定はある
競争的資金を獲得する意向はある
競争的資金を獲得する予定・意向はない

【具体的な資金名等】

Q13_SQ2

【具体的な制度名等】

その他のご意見

Q14

以上で終わりです。お忙しい中、協力ありがとうございました。

他の競争的資金制度（海外のものも含む）との比較で、本研究資金制度のよい点、改善すべき
点、問題点などを以下にご記入ください（前記の質問への回答と内容が重複しても結構です）。

平成27年度の研究を終了したのち、当該研究において、平成28年度に別の競争的資金を
獲得した実績がありますか。まだ、獲得していない場合、当該研究において、今後の競争的
資金への応募予定はありますか。

今後、当該研究において、競争的資金を獲得する予定・意向はありますか。また、どのような資
金を獲得する予定ですが、具体的に記述ください。

どのような競争的資金を獲得していますか。具体的な競争的資金制度名を記入ください。


